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午前９時００分開議

○議長（宮本 泰男君） 皆さん、おはようございます。

第１１４回新温泉町議会定例会２日目の会議を開催するに当たり、議員各位には御参

集を賜り、厚く御礼を申し上げます。

本日は、初日に引き続き、一般質問を中心に議事を進めてまいりたいと存じます。

議員各位におかれましては、格別な御精励を賜り、議事の円滑な運営に御協力を賜り

ますようお願いいたします。

町長、挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員の皆様、おはようございます。

定例会第２日目の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

本日は、昨日に引き続きまして４名の方より一般質問をいただいております。いずれ

も行政運営に係る重要な案件であり、誠意を持って答弁させていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○議長（宮本 泰男君） ただいまの出席議員は１５名、定足数に達しておりますので、

第１１４回新温泉町議会定例会２日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

・ ・

日程第１ 一般質問

○議長（宮本 泰男君） 日程第１、一般質問を行います。

昨日に引き続き、受付順に質問を許可いたします。

初めに、１番、中村茂君の質問を許可いたします。

１番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） それでは、議長の許可を得ましたので、質問を行いたい

と思います。

質問前に、現在、世界各国でコロナ感染症対策で大変苦慮しているという状況の中で、

ロシアの一方的と思えるウクライナ侵攻について、国際社会は無論、私個人も大きなシ
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ョックと憤りを感じているとこであります。ロシアに対する強い抗議とともに、一刻も

早い停戦とウクライナの平和回復を願うものであります。

それでは、具体的に質問に入ります。今回の質問は、新年度予算の背景と対応、それ

から地域運営組織の推進の留意点、それから着実なワーケーション、この３点で行いた

いと思います。

まず、最初の新年度予算の背景と対応でありますが、今回、温泉活用で未来へつなぐ

新年度予算提案があったところであります。提案説明書前段の記述内容で疑問や不明点、

また具体的な事業展開について質問したいと思います。

１点目の提案説明、「（はじめに）」という部分ですが、私の掲げるまちづくりの理

念である住民主体、個性ある町、安心な町、連携・交流するまちづくりとあり、続いて

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理念の下、この部分において、私が掲げるという意

味は、町長個人であるのかどうかということ。それから、住民主体は大衆迎合にならな

いのかと。また、ＳＤＧｓについては周知はどのようにしていくのかと、その辺りを聞

いてみたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） お答えします。まず、私が掲げるというのは個人かというそう

いう御質問ではないかと思うんですけど、当然予算書のこの新年度予算に関わる中の私

というのは、町長としての立場を申し上げております。そういう視点であります。

それから、住民目線イコール大衆迎合、これは従来から住民の意見を生かしたまちづ

くり、こういう視点で町のいろんな施策を進めてきております。大衆迎合というよりは、

やはり町の声を聞きながら、共にまちづくりを進めていきたい、そういう思いでありま

すので、ぜひそういう認識を持っていただけたらと思っております。

次に、ＳＤＧｓの周知であります。昨年１２月に策定した第２次新温泉町総合計画後

期基本計画におきまして、新たに各政策分野にＳＤＧｓの目指すべき目標を関連づけ、

各施策、事業を推進することに当たっては、ＳＤＧｓを意識し、持続可能な地域づくり

を目指すこととしております。さらに現在策定中、第３期新温泉町教育振興基本計画に

おきましても、ＳＤＧｓとの関連づけを行い、今後、各分野でのＳＤＧｓの反映をする

ことによって、一層の浸透を深めていきたい、そのように考えております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） おっしゃるとおりだと思います。ただ、この背景はどこ

にあるのかなということを私なりに調べたときに、やっぱり総合計画の中にこの理念、

住民主体の町、個性ある町、安心の町、連携・交流する町、これはきちっと書いてあり

ましたので、ここから出てきたことだなと、そういうふうに僕も認識したとこでありま

す。

また、その大衆迎合という部分ですが、町民がこう言ってるからこうするんだ、町民

がああ言ってるからこうするんだ、そういうふうな行政運営であっては困るなというと
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ころからちょっと質問したもんであります。声が大きくても、その声が本当にこの町の

将来なりに必要かどうかということの判断、そういうことを持って、当然のことだと思

うんですよ。それを改めてそういう認識であってほしいなと、そういうふうに思うとこ

であります。町民は僕も含めて、やっぱり今何とかしてほしいな、これ何とかしてほし

いな、やっぱりそれを包含して、この町はどうあるべきかという判断が、行政ですから

ね、だから大衆がこう言ってるからこうなんだって流されないようにお願いしたいと、

そういう思いを込めて、このまちづくりの理念の下で、各施策に伴う事業実施の決定は

各部署において、ボトムアップが基本というふうに僕は思っております。どのように今

そういう事業決定がなされているかということを簡単に御説明が欲しいと思います。あ

わせて、事業にはトップダウンというふうな事業もあると思います。どのようなトップ

ダウン、特にトップダウンについては、どのような議論の下でこれは事業決定になって

いくのかなと、そういうことも併せて聞きたいと思います。

もう１点、西村町政になってから５年目になるわけでありますが、ボトムアップの事

業展開の目的だと思うんですが、各課横断的に進めたプロジェクトチームというものが

ありました。この現状は今どうなってるのかなということと、これにかけて新年度に生

まれた事業はあるのか、それからプロジェクトの成果等、議会への公表なりそういうこ

とは考えてないかということを聞きたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ボトムアップ、トップダウン、両方とも状況を見極めた上で、

両方が必要だと思っております。状況によってはトップダウンが必要ですし、ボトムア

ップも必要と。どっちが正しいというわけではないと、案件、状況によって判断してい

くべき案件、ことであると考えております。プロジェクトチーム、これまでプロジェク

トファイブということでこの４年間やってまいりました。一旦リセットしてやり直すと

いうことで、改めて事業の推進に当たって、効率的な推進を図るために、このプロジェ

クトチームをつくってやってきたわけですけど、一定の方向性は見いだした中でリセッ

トして今後、必要に応じてやっていきたい、そういう思いであります。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 前段については、ボトムアップ、トップダウン、それは

それぞれその必要性の中で生まれてくると思うんですが、やはり合意形成というか、特

にトップダウンについては、やっぱり合意形成、これ各セクションの中で上がってきた

もんじゃありませんから、そういう部分では各セクションの合意形成が特に必要だとい

う気がするんですが、改めてそういうふうな手続というか、副町長、どんなふうにそう

いう部分の合意形成をしてるかということを聞きたいと思います。

プロジェクトの件なんですが、リセットというか、僕の認識としては、ケーブルテレ

ビにおけるブロードバンドについては、あれは完全に委員会つくりましたので、それ以

外については僕はまだ生きてるなという気でおったんですが、これは勘違いだったでし
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ょうか、併せて、改めて答弁ください。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） このボトムアップの方法、それぞれ役職があります。副町長は

副町長としての入札などに関する役割分担、総務課長は、それぞれの役割の中で仕事が

進んでいるということであります。ボトムアップの在り方、これは一定の事件、事案、

それからいろんな情報に基づいてボトムアップをして、一定の合意形成、会議を持つこ

とによって次の一手を打つという、そういうことで、トップダウンは緊急時に必要だと

いう具合にいつも考えております。基本的にはやはり一人一人の職員の持っている能力

を施策として表していけるような、そういうボトムアップ方式をやっていきたいと常々

考えておりますので、そういうことを基本に施策をつくっているということであります。

プロジェクトチームというのは、前回、前々回の中村議員の質問の中にもあったと思

うんですけど、一定の役割の中でリセットするということを申し上げております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） トップダウン、ボトムアップ、僕はトップダウンであっ

ても、結果的にはやっぱりボトムアップになるような合意形成をしてほしいなと、そう

いうことを申し上げておきたいと思います。

次に、ＳＤＧｓのことであるんですが、今回、新年度から町総合計画、基本計画の実

施、また過疎地域持続的発展計画なり、教育振興基本計画の開始になるという、そうい

うタイミングであります。ぜひ町民の機運醸成を図ってほしいなと。みんなでいい町を

つくろうと、そんな機会をつくってほしいなと、そういう絶好の機会と思いますので、

その辺りについての思いはいかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 当然、我が町はＳＤＧｓにぴったりの温泉活用をすることによ

って推進を図れる、そういう町の基本的な条件が整っているということで、それぞれの、

例えばおんせん天国室であるとか、それからそういった温泉を利用する施設の在り方で

あるとか、既に現在取り組んでいる様々な事業そのものがこういったＳＤＧｓの取組と

いうことになっておりますので、必要に応じて、議員御指摘のような在り方を検討して

まいりたいと思っております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 都度は当然してもらえばいいんだけど、やっぱり一斉に

こうするんだよと、そういうような機運醸成をしてほしいなと、そういうとこで申し上

げております。答弁いただければと思います。

それから次に、経済情勢と予算編成の中ですが、ウィズコロナ経済戦略を最優先課題

としながら、人口減少・少子高齢化や生産性の向上、防災対策、地方創生の推進といっ

た喫緊の諸課題への対応、またそれに続いて少子高齢化に対応した人づくり革命と続い

ておるんですが、ウィズコロナ経済戦略の具体策ということを示していただければと思
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いますが。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ウィズコロナ、コロナ後の経済政策、経済対策であります。何

よりも国からの支援金、これまで令和２年度、３年度ともこの交付金を活用して経済、

地元事業者への支援、町民生活の支援をしてまいりました。今回、新たに第六波という

ことで、さらに感染者の増加も見えておりますし、一旦上り調子になりかけた地元、例

えば民宿、旅館なども、ここに来て大変厳しいまた状況が出ております。このコロナに

よる倒産、廃業はごく僅かだったという具合に認識をいたしております。令和４年度は

国や県の支援に当たらなかった対象事業者に対し、支援金を予定いたしております。ま

た、経営の継続に意欲を持ち続けていただくために、広告宣伝費など、支援事業を予定

をいたしております。今後も町の状況を見ながら、効率的な支援策を考えていきたいと

考えております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） もう１点落としておりました。この記述の中で、生産性

の向上及び人づくり革命という表現があるわけですが、この意図するところは何だった

でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この生産性の向上、人づくり革命、これは政府において平成２

９年の１２月に閣議決定された新しい経済政策の１つであります。生産性の向上におい

ては、中小企業者の投資信託、投資促進、それから税制、規制改革等を見直し、実施し

ていくというもの。それから人づくり革命においては、無限の可能性を持つ子供たちの

ために幼児教育の無償化などの子育て世代、子供たちに政策資源を投入することで、社

会保障制度をお年寄りから若者も安心できる全世代型へと見直していくもの、改革する

ものとなっております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 前段の部分ですが、私はこのウィズコロナ経済戦略につ

いては、失礼ながらばらまきの感じが強いと、そのように思うとこであります。やっぱ

りウィズコロナからアフターコロナに向けた道筋、誘導が重要だと思いますし、私なり

の調査によりますと、この緊急経済対策の交付金の使途の部分をずっと見ていきました。

その中で、気になった部分については、地域公共交通機関の高度化の支援事業、車両の

入替えとか鳥獣害対策及びジビエ利用確保事業においては、必要な捕獲活動の機器とか

施設とか、そういうのの設置だとか、ジビエ利用の促進、新規商品開発等というような

ことができるようですし、リモート関係人口の創出・拡大事業なり、観光シティプロモ

ーション活動事業、ＤＭＯの設立や旅行商品造成等に係る助成に必要な経費の充当なり、

またワーケーション等支援事業ではサテライトオフィスの開設やらコワーキングスペー

スの開設なり、こういうふうなことがメニューとしてありました。私の町の先に向けて
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のことについてもこのコロナからかけて、こういうふうな事業を使ってやれる分がある

んじゃないかと、ただそういう部分から見て感じたとこであります。本町ではこのよう

なアフターコロナに向けた議論や事業決定はどこでどのように行われているかというこ

とを改めて聞きたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） それぞれ部が、所管課がありますから、所管課の中で地域の団

体、いろんな組織からの要望も出てくるわけです。そういったものを所管課なりで連携

しながら、もちろん担当する課との話合いの中で推進を図っているということでありま

す。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 今回、重点事業を見る中で、若干表現がよくないんです

けど、ばらまきってことを使わせていただきました。確かに農業者も苦しい部分があっ

て、米農家においてもそういう支援をしてくれるということは、大変ありがたい部分が

ある。がしかし、それが次につながるのかなと。反当 あああ円だったでしょうかね、

どこの部分の減収、まだ内容は聞いてませんから、去年の米価なのか、それともこれか

らの米価なのか、あの辺もよう分からんですけど、頂くのはありがたい、でもそれはそ

のときでしかないん違うかなと、そんな気がしますし、商工業者においても減収の場合

の補填がありました。国が見てる以外の分を補填すると、それはそれでありがたい。で

ももう少し早くされてもいいのではないかと。米もそうですし、商工業者の支援もそう

ですし、もう少し早くされてはどうなんでしょうね。同僚議員もいつするんだろうとい

うような感じで質問してきた部分があったと思います。もうちょっとタイミングが、も

うちょっと早いほうがよかったなという気はいたします。

そういう中で、お隣香美町では、新規ビジネスモデル構築等支援事業やら新規観光コ

ンテンツ造成等支援事業、また町新規雇用助成金等、新年度に向けて２月に制度を制定

して、事業は新年度に申請し、補助すると。私はこれはある面ではすごいやり方だなと

思ってます。普通は制度をつくって４月から実施ですよというのは結構多くあると思う

んですが、香美町を見たときに、２月に制度を起こして、こんなことを今、町は考えて

ますよと、それは予算のこともあるでしょうから。だからでも、具体的な申請は新年度

入ってから受けますけどと。だからそういうふうなことを一回切るんじゃなくて、継続

しながら支援していますよということを町民に知らせていってるわけですよね。こうい

うふうなやり方について、副町長どう思いますか。僕はすごいなと思ったんだけど、い

かがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 今、他町の例でそういった新たなタイミングといいますか、

そういったやり方を御紹介をいただいたところでございます。やはり、継続性というこ

とも大変重要なところであり、また早くと、タイミングを逸しないということも非常に
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大切なことであるというふうに思っておりますので、手法として、ただ予算主義という

ところもございますので、なかなかそういうところも守りながらということになります

けども、今後の機を逸しないということについては、そういったやり方についても検討

していく必要があるというふうに思います。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 大変前向きな答弁ありがとうございます。

少し変わるというか、違う観点から申し上げたいんですが、先ほどの人づくり革命と

いうものがあったと思います。僕はこれ、どういう意味だろうと最初思った。でもひも

とけば、やっぱり国の流れに乗ってるというものであるというふうに認識いたしました。

捉えたのは、やっぱり人生１ああ年時代に向けての教育からかけて、高齢者対策からか

けて、生涯学習からかけて、幅広い部分での人づくり革命というふうに捉えたとこであ

ります。がしかし、これがうちの町の総合計画にどこまで反映されてるかなと思って、

総合計画を見落としてるかも分からんですけど、ざあっと見た中では、これだけ重要な

方向なりを持った言葉が総合計画にないように見ました。その辺、どうしてごせとは言

わんけど、そういうことを承知した中での計画づくりだったのかということをちょっと

改めて聞きたいと思います。

また、生産性の向上、これもどっかの流れから取ってきたのかも分からんですけど、

私はこの言葉というのは、行政には似合わない言葉だと思うんですよね。商工会とかは

別ですよ。ただ、行政の中では、生産性の向上っていうのは成果主義なのか、人事評価

なのか、もう一つすんなり入ってこなかったです。御説明ください。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この生産性の向上というのは、工場で作るばっかりでなしに、

やはり物事を進めるときのいろんな会議を通して結果が出る、そのためにはどうあるべ

きか、そういうプロセスの在り方を言っているという具合に考えております。もちろん

有意義な結果を導く、そのための在り方を生産性の向上という表現でさせていただいて

おると考えております。もちろん人づくり革命というのは、私があえて言う必要はない

と思うんですけど、常に現状を見直して自分の考えを常に時代の変化に合わせ、なおか

つ自分の確固とした考え方を持つ、そういった中で人としてどうあるべきか、そういう

ことを行政としても取り組んでいきたい、そういう思いでありますので、人づくり、基

本的にはやはりまちづくりは人づくりという、人づくりは１ああ年という、そういった

長いそういうことも以前から言われております。ぜひそういう視点でまちづくりを、人

づくりを進めていきたい、そういう思いであります。

○議員（１番 中村 茂君） 総合計画から見て。

○議長（宮本 泰男君） 総合計画に入ってるかどうかということ。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 総合計画の序論の中に今の言葉は入っていません。
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○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） ちょっと私が見落としておりました、大変失礼でござい

ました。私も改めて見てみたいと思います。

それから、先ほどの部分でちょっと気になったんですが、先ほどの人づくり革命です

が、いろんな展開で町長がおっしゃったんですが、国の求める部分っていうのは、やっ

ぱりそういうふうな社会づくりと言ってますね、どうも。いろんな取り方があるんです

けど、国が求めてるのはそういうふうな社会づくりをしようというようなことみたいで

す、僕はそういうふうに捉えました。以上です。

それでは、続いての質問に行きたいと思います。続きましては、ちょっと待ってくだ

さいよ、失礼しました。次に、同じ予算説明の中ですが、出会いの場づくりや子育ての

不安を和らげる結婚・出産・子育て環境の充実というふうにあります。一連の結婚・出

産・子育て環境の新しい取組や変化というものはあるかどうかということを教えてくだ

さい。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 麒麟のまちとの連携事業の一環として、麒麟のまち婚活サポー

トセンターとの協力関係でもって婚活事業を進めていただいておりますし、この我が町

からも会員、婚活サポートセンターの会員登録は、３７名登録をいたしております。一

昨年も但馬牧場公園、新温泉町内の牧場公園で婚活が開始されまして、何人かの中でた

しか一組だけ成功したということをちょっとお聞きをいたしております。少しずつ成果

が出てきているかなということで、このサポートセンターには毎月そういうイベント、

婚活事業をやっておりますので、ぜひ、パンフレットを時々僕も配るんですけど、会員

になっていただいて、ぜひ参加をしていただきたい、そういう思いであります。現状で

はそういう方向でやっております。もちろん兵庫県のほうの婚活事業、これもありまし

て、どちらも推進を図っていきたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 一連と申しましたので、不妊治療とか、そういうのやら

給食費の半額助成とか、そういうことが出てくるかなと思ったんですが、結婚の関係だ

けでありました。重点事業の中でその部分では感じているとこであります。それはまた

予算の議論の中でしたいと思います。

今の結婚という部分ですが、私はこれについてはずっと長年申し上げてきました。や

っぱりこの一連ではないんですが、結婚、出産、子育て、これの一番最初はやっぱり結

婚、その前に定住がありますけど、そういう部分が僕はもう少しやっぱり力を入れてほ

しいなと。麒麟のまちもありますし、ひょうご出会いサポートセンターもありますし、

そういう広域的な取組は取組で僕はいいと思うんですよ、それは。ただし、やっぱり自

分の町がやっぱり自ら汗をかく取組をしてほしいなと。本町の結婚活動推進委員会とか、

役割をやっぱり変えてほしい、実際に手をかける、そんな会に変えてほしいなと思いま
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すし、他町の例でおせっかいさんとか、そういうものの活用とか、社協の活用とかで、

各事業所にも同じように協力して、社員がいますから、そういう部分で推進に一役を買

ってるような状況もあります。ぜひこういうことを何回も提案したんだけど一向にして

くれない、本当に何言ったってやっぱり子供ができるように、つくらんと、この町はど

うしようもないじゃないですか。特殊出生率なんて本当の最低になりましたよ。これか

ら国調も出てくると思うけど、またショック受けんなん。但馬でもトップクラスだった

やつが、今一番下ですよ。もっと真剣に、いや、仕事を真剣にされてると思うけど、も

うちょっと力点を置いてやってほしいなと、そういうことを申し上げておきたいと思い

ます。改めて答弁ください。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 令和４年度も学校給食費の半額の御提案など、いろんな支援策

をやらせていただきたいと思っております。そういった意味では、この婚活、実はおせ

っかいおばさんというのもたくさんいらっしゃるということを聞いとるんですけど、そ

ういうのを制度化してできればいいな、そう思っております。ぜひ中村茂議員もおせっ

かいおじさんになっていただいて、婚活のメインとして動いていただければありがたい

なとそう思っております。行政は行政としての立場でありますし、ぜひ議員にも御協力

をいただければいいなと思っております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 私も陰ながらそういう活動はしております。何回も失敗

しております。ただ、そういう人をたくさん増やしてやっていくんですよ。これは町の

大きな課題ですよ、本当に。次がないんだから。もう少し汗をかきましょう、皆さんが、

と申し上げておきます。

次に、子育て環境の充実では、認定こども園のことが大変重要な部分だと思います。

この改築論、津波からかけての改築論からかけて６年からかけての時間経過があったと

思います。この時間経過の中で、再議論ができているのかなと。その間に子供たちも確

実に数値が減ってきてるという部分がありますし、教育委員会においても僕は再議論が

必要ではないかと、教育委員会ですよ。そういうふうな議論の下でやっぱり何か修正す

る部分があってもいいんじゃないかという部分を僕は感じております。

今回、いつの頃からか子育て未来ゾーンというような言葉が出てきました。何をする

のか、どこでこれが議論されたものなのか、本年度の各種計画、総合計画、また子育て、

教育委員会の教育基本計画ですか、そういうことにもそういうふうな記述が何らなかっ

たような気がしますし、議論ができてないという中で、何か言葉が独り歩きしてると。

そういう中で、前回の委員会の中でも、候補地選定でもゾーン形成の点からも適地であ

るというような教育委員会の報告もあったとこなんです。でも大本の子育て未来ゾーン

というような議論はどこでそんなことがなされてるのかなと。これは教育行政ないしも

しかしたら厚生省のほうの部分かも分からんですけど、何でこんなことが独り歩きして
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るのかなということをします。もしくはゾーン形成するとすれば、町の総合計画の中に

政策４、市街地の整備、新たな市街地の形成、これ浜坂インターの辺りの新しい何とい

うの、市街地形成ということを書いておるんですが、そういうようなやっぱり定義なり

をして、ここのゾーンをある土地利用というか、土地利用計画の中とかって、そういう

中で指定していくべきなんだわ、強くやっていくんだったら。そういうことが全くない

中で、子育て未来ゾーンだけが独り歩きしてて、それに対して教育委員会としてはそう

いう点から見たら最適地です、そんなことに使う材料だったら、僕はもっとやり方があ

るん違うかなという気がいたします。これいかがでしょうか、町長。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 中村議員の一般質問、この資料請求っていうか、質問外のこと

が多いんで、答弁が非常に困ります、はっきり言って。この質問の何か趣旨に沿った質

問をしていただければありがたいです。答弁ができかねることがありますので、そこは

この範囲内でぜひお願いしたい、お願いをしておきます。

今、保育園の御質問なんですけど、その総合計画、町全体の都市計画であるとか、そ

ういったものに基づいたまちづくりをせえということはおっしゃるとおりだと思ってお

ります。そういう点ではこの４年間、そういう論議があんまりなかったわけですけど、

気持ちとしては町並み形成の在り方、どうあるべきか、そういうことを中心に県とそれ

からいろんな地域の方々、それから検討委員会を通した保護者の意見、また自治会の意

見、それから参考としていただいた大学教授の意見、いろいろな意見の中で現在地が最

適ではないのかという、そういう方向性が打ち出されてきたと思っております。計画に

書いてないから駄目という、確かにそういう側面はあるのは分かるんですけど、ぜひ今

の検討されてきた流れの中で動いているということは御理解をしていただきたい、そう

思っております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） やっぱり私、この当初予算の概要の中で、子育て環境の

充実っていうことを明記されておられますから、そういうところから一番密接な認定こ

ども園のことを聞いたです。ですから、大本は予算概要、町長の所信表明の中にあると、

そういうふうに理解してほしいし、この件はこの１月の委員会の中で若干質問した部分

があるんです。ですからいきなり飛び込んできたという気はしないんですけど、これは

僕の認識ですから、そうであれば大変失礼いたしました。ただ、そういうふうな説明の

下で、子育て未来ゾーンから見て、ここは適地ですっていうようなことを教育長申され

ましたから、一体全体そのゾーンは何だやというふうな疑問なんですよ、要は町長。そ

ういうふうに理解してほしいです。通告漏れとったって言われたらそうかも分からんけ

ど、そこまで発展する内容だということも理解してほしい、あなたの施政方針の中でね、

そういうふうに理解してほしいなという気がいたします。

それでは、次に、予算関係についてはここで置きたいと思います。
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次に、地域運営組織の推進、また留意点ということで申し上げたいと思います。予算

提案説明においても、住民と行政が夢をふくらませるまち、参画と協働の推進、活性化

を図る新しい地域コミュニティ（地域運営組織）づくりを推進しますとあります。推進

における留意点を質問したいと思います。

まず、地域運営組織の推進と方向はどのように位置づけられているのか、それから組

織の設立状況、また設立目標はどこに、どの辺りにあるのかということを聞きたいと思

います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本町では福祉や防災など、地域の実情に応じた課題、困り事に

対して、相互に補完し合いながら集落機能を維持するため、現在の集落の枠組みを超え

た地域的なつながりの強い範囲を単位として、新しい地域コミュニティ、つまり地域運

営組織の形成が必要だとして、新しい地域コミュニティづくりの基本方針を策定いたし

ました。昨年２月であります。この基本方針に基づいて、地域運営組織を設立した地域

の取組も検証することによって、各地域との話合いを進め、町内全域での取組となるよ

うに目指しているということであります。ただ、新型コロナウイルス感染症の影響が長

引いております。各地域との話合いはなかなか進んでいないということでありますが、

現在、八田地区、それから奥八田地区の２地区でこの地域運営組織を設立しているとい

うことであります。また今後、諸寄地区、それから浜坂自治区におきましては、令和５

年度、組織の設立に向けて、現在準備を進める予定ということになっております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 設立目標、若干今、動きを聞いたんで、設立目標という

のはどうなんでしょうかということを次のときに答弁ください。

想定する組織、旧小学校でしょうかね、それが区域のようですが、この中で人口減少

の著しい地域はどこだということを聞いてみたいと思います。あわせて、私はすごい熊

谷地域が気になっておるんですが、その辺りの人口減少なり、そういう現状も教えてほ

しいと思います。

もう１点、１つの校区の中にはいろんな集落があります。大きい集落があったり小さ

い集落があったり。非常に気になるのは、やっぱり高山集落であります。だから地域運

営組織から見ての高山集落はどのような対応というか、どういうふうにしていくかとい

うことも併せて答弁ください。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この人口減少が最も激しいのは小学校や中学校がなくなった奥

八田地域であります。さらに熊谷地域が続いております。そういった学校であるとか保

育園の存在というのが人口減少に大きく影響いたしております。地域運営組織の在り方、

現在、昨年の７月から１あ月にかけて小集落の元気度調査をさせていただいております。

そういった資料、また議員にもお配りしていきたいと考えておりますけど、そういった
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中で改めて人口減少の在り方、それから集落の厳しい現状が浮き彫りになってきたなと

いうことを感じております。高山の具体的なそういう村のお名前出されたんですけど、

大変厳しい現状であります。この村の維持というのについては、町、いろんな草刈り、

雪対策、いろんな対策があります。道路のこと、そういったところを行政でできるだけ

支援をしていけるようなバックアップ体制を、相談体制含めてやっていきたいなと考え

ております。（発言する者あり）

地域運営組織の目標は、限界集落がどんどん、今でも６あ集落のうち１８集落が限界

集落、特に旧温泉は１５集落が限界集落というそういう現状があります。そういった現

状、集落の厳しい現状をいかに維持していくか、集落活動、みんなが集落を維持するた

めに町として何ができるか、そういったところを基本的な目標にして支援をやっていき

たい、それが大きな目標であります。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 目標っていうのは、設立目標だったんですけど、まあい

い。そういう中で、今、人口減少が著しいのは、熊谷地域ということがありました。本

当に私は非常に気になってしようがない部分があります。気になる部分っていうのは、

公民館もないんですよね、公民館。

○町長（西村 銀三君） ありますよ。

○議員（１番 中村 茂君） いやいや、ええっ。新温泉町公民館条例、その背景とし

て社会教育法に基づく、２あ条に基づく規定における公民館ですえ、あるの。教育長、

あるんですか。

○議長（宮本 泰男君） はっきり言ってください。

１番、中村茂君、ちょっと聞き取りにくかったんで、ちょっとはっきり言ってくださ

い。

１番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） いやいや、要は公民館、町が設置する公民館、建物じゃ

ないですで。

○町長（西村 銀三君） 僕は建物だって。

○議員（１番 中村 茂君） いやいや、だから、その部分、地域運営組織の動きもな

いし、おまけに生涯教育なりそういうことを何というの、みんなで共に勉強する場所の

公民館、それも結成されてない。もう合併してずっと僕は言い続けてきたけど、本当に。

地域運営組織になってきて、ある面では地域運営組織が公民館を抱き込んでもええのか

なと、そんな思いを込めて確認しとんですよ。公民館活動いかがですか、どうされるん

ですか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この公民館活動、行政が主体とした公民館活動というのは、実

は行政がやれと言って押しつけるわけにいかないんです。やはり地域の主体的に動ける
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人材であるとか、そういった地域の中の合意形成を地域でやっていただくというのが基

本になっております。町はそういう推進を図っておるわけですけど、なかなか地域によ

ってはそういったまとまりをしていただけるような人材、それからそういう活動に対す

る認識、そういったものが、必要性っていいますか、そういったものの共通認識ができ

ないというふうなことでなかなか進まないということであります。

担当よりさらに詳しい内容を。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 今この地域の公民館ということですが、熊谷地域ではこの組

織として、なかなか立ち上がっていかないという現状があります。地域の中にやっぱり

公民館があって、活気を生むということはあると思いますので、行政として引き続き地

域との合意形成が図れるように、集落支援員を配置するなど、そういったことをやっぱ

り話合いの中で設置ができればいいなとは思っておりますが、今現在ではできておらな

いという現状があります。やはり地域の元気ということで取り組んでいかなくてはなら

ない課題であるというふうに思っております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 認識はされると思うし、それを強制は駄目ですけど、や

っぱり誘導なり、それもやっぱり人づくりじゃないですか。公民館の中では子供たちの

安全・安心な居場所づくり、そんな活動も受けてるんですよ、公民館っていうのは。あ

なたが進める部分で、いやいや、共同文化の継承とか伝承とか、そんなことも含んでる

んですよ、公民館活動というのは。十分認識されてると思うし、あの辺のことはよく御

存じのはずだから、人も御存じだと思うし、やりましょうよ、本当に。ずっと見方によ

ったらほったらかされてると。いや、行政は合意形成するやにしとる、でも結果的にで

きてないんですよ、この十何年間。どっかで区切りつけて、コロナがということもある

かも分からん、でもこれ、どうしていかんなん、ほっといたらいけんで、本当に。そう

いうふうに見えてしゃあないから、ごめん、あえて言わせてもらっております。ぜひ積

極的にお願いします。

時間が気になってきてすみません。もう１点、グリーン社会の実現や教育や医療など

社会全体デジタル化を加速させることが求められておりますという予算説明があるんで

すが、社会全体のデジタル化のベース、やっぱりブロードバンドという気がいたします。

養父市関宮地域では、オンライン診療を含めた小さな拠点づくり事業、４億円が進んで

るようであります。こういうことについては承知されているかということを聞きたいと

思いますし、本町のブロードバンドの完了目標はいつかということ、また小さな拠点づ

くりというようなことも承知されてるかどうかということを聞いてみたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） まず、小さな拠点づくりという点についてお答えをいたします。

小さな拠点づくりは、複数の集落が散在する小学校区などにおいて商店や診療所などの
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日常生活に不可欠な施設、機能や地域活動を行う場所を集約、確保し、周辺集落とコミ

ュニティーバス等の交通ネットワークで結ぶことで人々が集い、交流する機会が広がっ

ていく集落地域の再生を目指す取組のことであります。その小さな拠点づくりに向けた

地域住民による活動ステップとして、先ほども申し上げました地域運営組織の取組があ

ります。本町においては、現時点では明確な位置づけを与えている拠点はありませんが、

今後、地域運営組織の取組を推進する中で、小さな拠点づくりについても調査、研究を

行っていきたい、そのように考えております。

それから、ネットワークづくりにつきましては、この浜坂地域においては関電のケイ

・オプ……。名前がちょっと変わったんですけど……（「オプテージ」と呼ぶ者あり）

オプテージに変わったんですけど、光配線網を町も資金援助をいたしまして、対応はで

きてるという具合に考えておりますし、旧温泉地域はなかなか進んでいないわけですけ

ど、ここ一、二年でかなり民間会社が光ケーブルの配線を行っている、勧誘もかなり行

っているという状況があります。一方で、例えば春来地域であるとか、一部地域におい

ては光ケーブルの配線がまだまだ進んでいない、そういったところもあります。早急に

このＮＴＴ、それからオプテージとも、何ていいますか、推進って、町はお金を出さな

いわけですけど、働きかけをやっていきたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 私は、目標、ブロードバンドの取りあえず完了目標を聞

いたんですが、今やってることは分かっております。あわせて、春来地区だけじゃなく

熊谷地域もそういう地域ですから、その認識もしてほしいなと、そういうふうに思いま

す。

完了目標は。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 担当課長がお答えします。

○議長（宮本 泰男君） 中井企画課長。

○企画課長（中井 勇人君） 現在、温泉地域におけるケーブルテレビの整備につきまし

ては、整備検討委員会を踏まえて民間との連携ということで方向性が決まり、４年度に

向けて事業者のプロポーザルを実施するという予定にしております。現在、想定されて

る事業者の形態が違いますので、明確に何年完了ということは現時点では言えないわけ

ですけども、おおむね今の計画によりますと、７年から８年にかけて完了できるのでは

ないかというふうに考えております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 令和７年から８年ですか。もうちょっと早くならないん

ですかね。一方では、ワーケーションとかね、いろんなことが進んでて、ブロードバン

ドの整備が根底にないと何も動きがつかないような状態ですよ。できんというもんはで

きんのかも分からんけど、７年、８年。非常に地域の方も早いこと、早うしてえなと、
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何でもない、インターネット早うしてほしいというのがいつも根底にありますね。ぜひ

７年、８年、８年と言わんでも７年にはできるように進めてほしいと申し上げておきた

いと思います。

それで、そのデジタル化社会の中で教育という部分において、２月７日の国の予算委

員会の中で、地元代議士が紙の教科書とデジタル教科書の併用について質問されており

ました。末松、これも地元というか、大臣なんですが、デジタル教科書は推進していく

方向だということを明確にされておりましたし、これに伴って、本町のデジタル教科書

の対応についてはどういう考えでおられるかということを聞きたいと思います。

あわせて、今回のコロナによって、学校、また学級閉鎖に伴ってタブレットの持ち帰

りがあったのかどうかということ。それは持ち帰ってどんな内容で使ったのか、逆に家

庭環境は整っているのかということも、ちょっと併せて聞きたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） デジタル教科書の件なんですけれども、今、今年度につきま

しては、国の令和３年度の学びの保障・充実のための学習者用デジタル教科書実証事業

というものがありまして、本町でも研究重点校として照来小学校がデジタル教科書の活

用した事業に取り組んでおります。今後ですけれども、来年度は国のほうからそういっ

たまた事業がありまして、新温泉町につきましては、芸術強化のデジタル教科書という

ことで考えて、そういうふうになっております。小学校では保健とか音楽、家庭科、学

校の希望に沿ってデジタル教科書を導入することになっております。

それからコロナのときのタブレットの持ち帰り状況ですが、持ち帰りはしております。

その中で、子供たちの健康観察をしたり、朝の段階で。それから学習の内容の確認をし

たり、学活の中で子供たちと先生とが、子供同士もですけども、顔を見合わせてという

ようなことをしております。そのためにやっぱりいろんな効果はあったというふうに思

っております。

家庭環境につきまして、してみてきちんと整っていた、また整っていないところにつ

いてはこちらの学校のほうからＷｉ－Ｆｉルーターを持って帰っていただいての支援を

しております。以上です。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） ＩＣＴ教育なりタブレットの利用については、僕はどん

どんどんどん進めということはあんまり言わないんですけど、でも人並みにちゃんとし

てほしいなという部分で申し上げておりました。でも順調なようですから、とっても感

謝いたしております。

次に、着実なワーケーションの推進について質問したいと思います。ワーケーション

は移住未満・観光以上というような表現もされるようであります。そういう中で、本年

２月２あ日開催のフォーラムがありました。ここの多目的であったんですよね。県知事

や国会議員のメッセージから本町のワーケーション事業の期待度が高いと感じたとこで
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あります。しかし、本町の取組は、県下でも先進地として評価されているようですが、

実際この町から見て、地に足がついているのかという、そんな疑問を持っているとこで

あります。

次の質問をしたいと思いますが、本町ワーケーションは環境省のチーム（新・湯治）

が起源に、起源、元にあったと思われます。改めて本町のワーケーションのスタイルは

何か、目標はどこにあるのか、目標値なりがありましたら、確認したいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ワーケーションは、県のまず声かけがありましてスタートをい

たしております。新温泉町はそういうワーケーションの場所として最適ではないか、そ

ういう流れの中で今日に来ております。ワーケーションは、当町での取組は課題解決型

ということで、この町の持っている課題をワーケーションで来ていただく町外の方々と

の交流を通していろんな御提案、町を見ていただく中で御提案をいただいて、町のいい

点、悪い点、そういった点を指摘していただく中、そして話合いをする中で、町の活性

化につなげていきたい、そういうのは一番大きな目標であります。地に足がついてない

というのは、まだまだこれからだという具合に考えております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 課題解決というように聞いたんですが、それは利用者の

課題、町の課題がイコール行政の課題かも分からんですけど、私はコミュニケーション

よりはやっぱりバケーションが強かったと、取っかかりはですね、バケーション。ワー

クとバケーションがそもそものこのワーケーションのはしりですし、それが変わってき

たということ、変えてきたということで理解したらいいんでしょうか。バケーションは

大事だと僕は思うんですけどね、この観光の町としてね、人が訪れる町としてバケーシ

ョンは必要だと思うんだから、その辺はどういうふうな思いなんでしょうか、改めて聞

きたいと思います。

昨年の３月ですか、資料をめくっていたらワーケーションコーディネーターというも

のがありました。これは設置できて、どういうふうな仕事をされているのかということ

もちょっと併せて聞きたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ワーケーションの方向性ですけど、あくまでもやはりまず課題

解決型というのをメインにしております。何か、バケーションとかいろんな考え方はあ

るんですけど、我が町の場合はそういう課題解決としてのワーケーション事業、そうい

う捉まえ方でやっているということをメインにしております。

もう１点はどんな質問でしたか。（「ワーケーションコーディネーター」と呼ぶ者あ

り）コーディネーター、コーディネーターね。ちょっとお待ちください。

議長、もう一回質問をね、ちょっとよう趣旨がいま一つ読めん。コーディネーターは

どう。中村議員、ちょっとコーディネーターの質問の趣旨がちょっと。
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○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） ワーケーションコーディネーターを設置されたと思うん

ですが、ちゃんとできたかどうかということと、どこで何をしているんかなということ

を聞いたとこであります。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） コーディネーターにつきましては、現在は安定後の受皿として

のコーディネート機能をやっていきたい、そういう考えであります。現在、公営、民営

を含め、ワークスペースがその機能を担う面もありますが、町としてコーディネート可

能な人材を地域おこし協力隊で確保していきたいと、これからそういう方向でやってい

きたいということであります。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） いや、昨年の３月につくるって言って動いてると思うん

だけど、そのことを確認しとるんだけえ、時間がないので、ちょっと答弁は後でくださ

い。

このワーケーションによる旅行スタイルと一般観光、交流人ですが、この区切りはど

こにあるのかということと、関係人口を求めてという部分がよく言われますが、関係人

口への発展評価はどこで誰がするのかということを確認いたします。これ通告書のとお

りですから。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） コーディネーターの件について、ちょっとまずお答えをいたし

ます。先ほど申し上げたんですけど、実はコーディネーター、令和３年の１あ月、協力

隊のメンバーである方にお願いをいたしております。現在、ある金融機関の中にデスク

を設置して、コーディネーター作業を行っていただいております。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 先ほどの御質問の件であります。ワーケーションという言葉の

定義は様々です。本町のワーケーションと一般観光との区切りはありません。観光庁の

有識者会議では、観光と定住は一連のものとして捉えており、その４段階が示されてい

ます。１段階目として、短期的な安心、くつろぎの状態を観光と言い、それから２段階

目として、心地よい場、帰属する場としてリピートする状態をロイヤルカスタマー、３

段階目として、共同体の中の役割を果たそうとする状態を関係人口、それから４段階目、

自分事として、まちづくりを担う状態を二拠点居住や定住と位置づけている。そういう

状況の中で、本町のワーケーションは長期反復して訪れていただくことと、課題を通し

て地域と深く関わることで、１、２の段階を経て、３段階目において、地域での役割を

果たそうとしていただくところを意図しており、二拠点居住や定住に結びつくことを目

標といたしております。計測の指標としまして、現状、共同体での役割を果たそうとす

る状態を計測する数字はありませんので、宿泊のリピート率やリピート数、それからＳ
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ＮＳの発信数、移住人口から増減を推定するということになります。以上であります。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） ちょっとよう分からんだけど、質問、再質問もちょっと

しにくい部分があるけど、まあまあそういうもんですかということで一般観光とくくり

はないということだけはよう分かりました。ただし、本町が求めるワーケーションから

かけて関係人口とか、そういうふうな流れをつくっていくということがあったんですけ

ど、この関係人口、あなたは関係人口の人ですよというか、そういうふうな評価はどこ

で誰がはかるっていうか、決めるんだろうかと。実際２年間かけてきて、僕はワーカー

イコール関係人口ではないという気がします。ワーカーの取組なりこの町の関わりとの

中で、その人が関係人口になってくると思うんだけど、僕の目から見て、現時点で関係

人口は何人できたんだろう。逆に、そういうことをしながら、この町は何人の関係人口

をつくっていきたいんだえと。ということもちょっと併せて聞きたいと思います。

何でもかんでも、やっぱり物事にはね、町長、目標がありますよね。目標に対してど

うつなげるか、それが普通ですから、そういう面では、目的、目標はあった、確かにね。

でもその目標すらコミュニケーションとバケーション、でも結果的には一般観光と一緒

だと言うから一緒なんだけど、ただし行政の取組としては、やっぱりコミュニケーショ

ンで進めてますから、それからいったら、さっきのワーケーションとその後にある関係

人口、この辺りの目標値、そういうふうなのはどういうふうにして、どういうふうに決

めて向かっているのかということを改めて聞きたいと思います。

もう次のもちょっと言いますけど、そのことをお願いします。それから、ワーケーシ

ョンの事業の成果、若干今ちょっと言われた部分がありましたね、事業の成果の部分で。

これはワーケーションを利用する企業や実際その本人、ワーカー、また受け入れる自治

体や地元の経済組織のように、それぞれ関係団体でその成果は違うと思うんですが、そ

れぞれの成果はどのように理解したらええんでしょうか。また現時点でのそういう評価

があれば、示せるものがあれば教えてください。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 目標は当然議員のおっしゃるとおり必要だという具合に考えて

おります。ただ、このワーケーション事業、新温泉町が先進的に取り組んでおる中で初

めての試みということで、目標の設置はなかったということで、ちょっと初めてという

そういう取組ですので、目標設定が難しかった面もあったと思うんです。今後、そうい

った議員御指摘のとおり、目標をきっちりと持ってやっていきたい、そう思っておりま

す。

それから、成果でありますけど、成果は先日のフォーラムでも議員出席してお聞きに

なったとおり、あれ自体が１つの成果として目に見える形で十数人の方々が意見発表さ

れておるわけです。ですから、そういう一つ一つの事業の進み具合が成果の１つではな

いかと思っております。もちろん三尾のお話もありました。三尾の特産品を東京のおす
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し屋さんが販売していきたい、インターネットでそういうものを紹介していきたい、そ

ういうふうなことが一つ一つ積み重なっていく中で成果が出てくると思っております。

だから、急がず慌てず、長い道のりは要るという具合に考えております。だから、成果、

目に見える形をもってどれが成果というのはちょっと難しい面もあるかなと思っており

ます。

○議長（宮本 泰男君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 今、町長が答弁したとおりでございますが、やはり事業とい

うものは評価して、いわゆるＰＤＣＡ、プラン・ドゥー・チェック・アクション、チェ

ックの部分をどのような指標でしていくかということにつきましては、やはり明確にし

て次のアクションに続けていくということが重要と思っておりますので、何らかの形の

指標で評価をしていくということについては継続していきたいというふうに思っており

ます。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 町が引いたワーケーションが地元経済界とかそういう分

にどれだけ発展して成果が出てきてるかというやつをやっぱり定期的に出して、ＰＤＣ

Ａ言われたけど、どっちかというと、もうおんせん天国室に投げてるんとちゃいます、

よう分からんけど。自ら取り入れてますか、このことを。僕は町長ももう少しやっぱり

認識が足らんような、失礼ながら、そんな気がします、答弁聞きながら。もうちょっと

行政の中に取り入れて、ちゃんと成果なり、そういうチェックをするようにしてくださ

い、本当に。そうせんともったいないじゃないですか。

そういう中で、見えてくるのが、町が整備したワークスペースの活用状況はどうだい

なと。ログハウスカナダはどうだいなって、あそこのＣａｆｅ９８℃のワークスペース

の活用はどうだいなって。そんなことを悪いけど気になるよ、やっぱりね、こっちとし

ては。だからそれに応えてくれんと駄目だよ。夢公社のホームページ見ても何にも変わ

らんじゃないですか。ワークスペースできたというだけや。宿泊と併せてどうのこうの、

新しい売り方考えてますぐらい、そんな案内もないよ、半年かけて見てるけど。だから

悪いけど地についてる、ワーケーションが地に足がついた活動になってるかな、本当に

疑問に思う。そんな実績ちゃんとつかんでますか、教えてください。

もう従来から言ってきました。ワーカーたちのアクセスの確保とか、鳥取空港に降り

てどうするの、その後はどうしたるだいな、そんなことを何か示してくれたかな、ね。

ワーケーションオフィスやサテライトオフィスなり、こんな制度つくってありますから、

ぜひ来てください、どうして来てもらうんですか、今の状態で。もう３年目ですよ。も

う１年目だったら構へん。でもね、２年、３年たってきたんだから、そういうことをち

ゃんと示して、若い者たちのワーケーションここにありぐらいをちゃんとしてください

よ、やみくもにするのもええけど、ちゃんとした道がちゃんと見えるようにしてくださ

いよ。とにかく補助事業を使ってどんどんどんどん何とかツアーを誘致してきたらええ
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というもんじゃないよ、もう。その辺、答弁ください。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 成果が遅いという、そういう御質問ではなかったかと思います。

この成果を、工場で物を作るわけではないということは言えると思いますので、ぜひや

っぱり何というか、人と人とのつながりの中で、まちづくりにどう生かしていくか、そ

れは当然時間はかかると思っております。先ほど副町長も言われました、やはりＰＤＣ

Ａをきちっと検証する中で成果が出るようにやっていきたい、そう考えております。

○議長（宮本 泰男君） 中村議員、時間がなくなっておりますので、近づいてまいりま

したので、簡潔にお願いします。

○議員（１番 中村 茂君） 報告の中でＡＬＩＶＥプロジェクトっていうやつが、す

ごい、僕はすごかったなと思うし、そこからいただいた提案というか、その具体化とい

うのはどういうふうに考えてるんだろう。キャンプ、ｅスポーツ、人材交流、この辺り、

今後の方向性を聞きたいと思います。

それと、フォーラムの中である方が言われていました。ワーケーションは町のファン

づくりだと、ということを大きく言われた、そういう提言があったと思います。ファン

クラブ、応援隊として、ある面では僕、ふるさと会員みたいな、ふるさと、何だ会員制

度はもうやめた、やめるとか言われてましたけど、新しい応援隊というか、そういう観

点でこのファンクラブ、ワーケーションのファンクラブをぜひ見える形で、あなたを大

事にしてるという部分から見て、そういう組織づくりをしてほしいと思うんですが、い

かがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ＡＬＩＶＥプロジェクト、昨年この４つのグループに分けて町

の課題解決というふうな中で方向性を示していただいた、具体的には、例えば七釜温泉

でどういう方向性が打ち出せるか、それからサッカーグラウンドコートの方向性はどう

か、それから今人気のｅスポーツはどうか、いろんな御提案をそれぞれのチームでして

いただいております。具体的に動けるものについては、例えば七釜地区においては、来

年度地域で検討しようという動きも出ております。そういった成果は少しずつ出てくる

ものと考えております。このＡＬＩＶＥプロジェクト、議員が今、ファンづくりと言わ

れたんですけど、そういった面でも関係人口を増やすことによってファンは少しずつ増

えてきているということを先日のフォーラムを通しても感じておりますので、議員が言

われる意図はよく分かるんですけど、もう少し長い目で見ていただきたい、そう思って

おります。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 今思い出したんですが、関係人口の定義というか、あな

たは関係人口の人ですよと、その辺はどういうふうに誰が決めるかということをちょっ

と、最後になりますが、併せてちょっと答弁ください。ファンづくりのそういう組織と
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か、そんなもんはつくらんのかということの答弁もください、最後に。以上です。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 応援組織というのは、検討したいと思います。議員から数々の

御意見いただきましたけど、推進できる点においては検討をしてまいります。まだまだ

運営の方向については未熟な面がたくさんありますので、今日の御意見を参考にして、

今後の推進に向けてやっていきたい、そう思っております。

○議長（宮本 泰男君） 関係人口は。

○町長（西村 銀三君） 誰が決めるかというのは、ちょっと難しい問題だと思っており

ます。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 最後に申し上げます。私はワーケーション大好きですし、

それがやっぱりもっときれいに格好よくいってほしい、そういうところからいろいろ申

しました。だから皆さんがそれを共有されて、おんせん天国室だけの事業にならないよ

うに。以上です。

○議長（宮本 泰男君） これで中村茂君の質問を終わります。

○議長（宮本 泰男君） 暫時休憩いたします。１あ時４５分までといたします。

午前１０時２９分休憩

午前１０時４５分再開

○議長（宮本 泰男君） 休憩を閉じ、再開いたします。

３番、岡坂遼太君の質問を許可いたします。

３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 岡坂遼太でございます。議長より許可をいただきました

ので、通告に従い質問いたします。

本町では、子育て世代や若者世代を中心として移住定住を促進することが重要な取組

であることは共通の認識であります。移住定住においては人、仕事、住まいが特に重要

視すべき事柄となりますが、今回は住まいについて質問いたします。

本町では、リフォーム補助金、民間賃貸家賃補助、温泉補助など全国的に見ても補助

メニューの量は豊富に用意されていると私は考えています。一方で住宅を取り巻く課題

も多いと感じますが、町長は本町における住宅供給の状況について、どのような課題が

あるとお考えでしょうか。また、住生活基本計画、住宅マスタープランを合併後一度も

策定しておりませんが、それについて理由はございますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本町には町営住宅が約１あああります。さらに県営住宅も浜坂

地区、それから温泉地区にも県営住宅がそれぞれあります。県営住宅においては４あ年
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以上たったところが大半ということで、老朽化、募集はしていないと、そういう状況が

あります。あと、井土地区に町営住宅が４階建てであります。現在、応募状況を見ます

と、少し空き家が出たり埋まったり、空き家が出たりと、そういう状況があります。一

方で民間の所有しているアパートであるとか、そういったところもかなりあるという具

合に把握をいたしております。

この近年、外から、町外から移住もしくは転勤された方々から聞くお話では、なかな

か自分に合った住まいが、アパートがないなということで、町外、例えば岩美町である

とか、そういったところにお借りして、勤務はこの新温泉町、そういった方があるとい

うことも聞いております。そういった面では、町営住宅においては利用者と空き家、部

屋が空く場合もありますので、町営住宅においては利用が、バランスが取れているよう

な、そういう状況があると考えておりますし、一方で町外からここに勤務もしくは移住

された方については、空き家はたくさんあるんですけど、なかなか希望に合った住まい

が少ないのかなということで、町外にお借りしてこちらに勤務している、そういう状況

があると考えております。そのバランスを民間が取れるようなそういう施策も、民間住

宅を利用できるような施策もここ近年充実を図っておりますし、そういうことがないよ

うに、町外に住まいを持って新温泉町に勤務するということがないように、できるだけ

ここに住んで、ここに住宅を持っていただいて、ここで仕事をしていただく、そういう

方向性をここ近年、施策として充実をしているという現状はあります。

それから、住生活基本計画ということで議員から御質問があったわけですけど、これ、

新温泉町には設置を、この計画はありません、現状。これ市や町には設置の義務はない

ということで、新温泉町は兵庫県の住生活基本計画を参考にして現在至っているという

ふうな状況であります。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 民間はかなりあるというふうな認識が先ほどの回答であ

りましたけども、民間の賃貸住宅は十分だとお考えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 十分でないから隣の町にお借りして、こちらで働いていると、

そういう方がいるという認識であります。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） であれば、現在している施策の中で、民間賃貸家賃補助

というのは、足りない中で補助したとて、来たい人は住めないのではないでしょうか。

○町長（西村 銀三君） すみません、もうちょっとゆっくり。言葉がちょっと。

○議員（３番 岡坂 遼太君） もともと住みたい希望に合った賃貸の家がないのに、家

賃補助があっても住むことはできないんじゃないでしょうか。現状として、賃貸がたく

さんあって、価格が高いから住めないんだというふうな意見があるのであれば、家賃補

助というのは大いに有効に働くと思うんですけれども、そもそも住まいがないのに家賃
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補助を制度として行っても町としての効果は少ないのではないでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） そういう面も言えると思っております。ただ、設備ですね、お

借りした住まいの設備、例えば新しい、古い、使い勝手悪い、いろんな条件があると思

うんです。そういったところも家賃の高い、安い、そういった面もあります。新温泉町、

比較的隣の町に比べて土地代が高いというふうなことも聞いておりますので、いろんな

面の状況があって現状があるという具合に考えております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） また、空き家があるが希望に合わないというふうに御回

答いただきました。本町に空き家バンクがありますけれども、空き家バンクに何件ぐら

いストックされているのが理想的かつ現実的だとお考えでしょうか。現在であれば１５

件前後ぐらいが常にあるというか、そういった感じにはなっていると思うんですけれど

も、移住者ですとか、こちらに住まいを持ちたい方が希望に合った住宅を探すにおいて、

このくらい空き家バンクにあってほしいなというふうな数というのは、お考えをお持ち

でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 空き家バンクは何件あったらいいかということに対する回答は、

特に具体的には多いほうがいいのかなと。空き家が三百数十軒ありますから、そういっ

た利活用をするためにも、できるだけ多い御案内、もしくはそういう提供していただけ

るような情報をどんどん出していただいたらいいなとは思っております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 空き家について、空き家バンクの数、それは多いにこし

たことはないと私も思っているんですけれども、全国の調査がありまして、空き家バン

クに関する調査というものを価値総合研究所というものが平成２９年に行っております。

そこで市町村の回答が ２５２件あるんですけれども、空き家バンクの登録件数が３あ

件未満の市町村が８あ％、１あ件未満っていうのが５あ％そのうちあります。つまり、

かなり成功してる地域じゃないと３あ件以上の件数っていうのは登録が難しいっていう

ふうな現状があるので、目標数値を高めればいいというわけでもないですし、空き家バ

ンクに期待し過ぎるというのもなかなかハードなものがあるんじゃないかなと現実的に

は私は考えています。そういった中で、住生活基本計画がないと、県に従っているとい

う、参考にしているというふうな御意見でしたが、町長も御存じのとおり、県の考え方

と但馬地域、特に新温泉町というのは環境が全く異なりますので、そういった町営住宅、

公営住宅含め、住宅の供給状況というのは、参考にしづらい面もかなりあるのではない

かなと思います。

住生活基本計画ではないですが、浜坂町、温泉町時代に、２ああ３年、平成１５年に

住宅マスタープランをどちらも作成しております。この計画が引き継がれているみたい
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なことはあるんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） その御質問の事前の通告がなかったんで、ちょっと即答はでき

ないんですけど、担当課長がもし分かれば、できますか。（「はい」と呼ぶ者あり）じ

ゃあ建設課長に答えていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 議員がおっしゃられましたとおり、平成１５年３月にそれ

ぞれ浜坂町、旧の温泉町で住宅マスタープランを作成しておりまして、それに基づきま

して引き続きやっているという状況でございます。以上でございます。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） かなり年数経過しておりますので、時代も変わって、引

き継げる部分だとか参考にできる部分、できない部分は多くあるかなと思います。町長

もこの町でいろいろなことを、いろんなことというか、議員時代含めて温泉町と関わっ

て今の現状がありますのでちょっと質問しますが、温泉町住宅マスタープランにおいて、

賃貸マンションのニーズを住民に確認した上で井土団地を建設しました。そういったニ

ーズ調査を、住宅マスタープランを通して行って建設して今の井土団地があるんですけ

れども、井土団地、どう評価されておりますか。（「えっ」と呼ぶ者あり）井土団地を

どう評価されていますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 井土団地は、若者の定住策の一環であります。１階は高齢者の

方々も一部はあるんですけど、そういった若者定住対策の一環という具合に捉えており

ます。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） その対策として行って、いいものだなというふうな感じ

はあるでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） もちろんいいものだと思っております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 現在、井土団地含め、出たり入ったりということで、空

きがないことも多々あるというふうな認識をしているんですけれども、民間の賃貸住宅

もなく町営住宅も空きがない中で、例えば３あ歳、町内出身者の人が結婚を機にＵター

ンを考えた場合に、町長は住まいについてどう選択することが考え得るとお考えでしょ

うか、ケーススタディーです。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 一番には、やっぱり親のところに住むということが一番考えま

す。ただ、やはり合意形成が難しいというのが最近の傾向ですから、一旦は別の家、も
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しくは新築するとか、そういう流れになると思っております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） そうですね、親のところに住むってなって、一旦別のと

ころという回答が出てちょっと安心しました。その際に、新築とおっしゃいましたけれ

ども、新築を結婚を機に建てる。相手の方が町外の人であれば、住んだこともない地に

いきなり新築で、しかも地区の状況も分からないというのはかなり不安があると思いま

す。そういったときに賃貸というのがかなり必要になってきますし、親のところに住む

にしても、長男でさえ、今現在、親と一緒に住むかといったらそうではないというとこ

ろもありますし、次男、三男でしたら、長男が家に住んでいたら、もうその時点で家に

帰れません、ほぼ。なので、実家以外の選択肢を町として確保しておくというところは

非常に大事なポイントになるかなというふうに思っています。

ただ、ちょっと補足のことになるんですけども、３あ代の２人以上世帯の貯蓄の中央

値が２４あ万円となっています。中央値なので３あ代の夫婦がばあっと１万人ぐらい並

んで、５あ万人、下から５あ万人、上から５あ万人のところが、１ああ人並んで５あ人、

ちょうど真ん中の人が２４あ万円ってなってます。つまり、空き家を買うことすらでき

ないのがほとんどの３あ代の現状です。特に空き家に関していえば、空き家の新規取得

に関して住宅ローンが非常に通りづらいというふうな現状があったりするので、そうい

った面でも空き家頼みというのはしんどいというのもありますし、新築を建てるにも相

当な気合が要るというのが、３あ代、４あ代、子育て世代の現状になりますので、その

辺を把握した上で住宅のことを考えていただければうれしいかなと思います。

また、先ほどから議論をしている中で町営住宅の話がありますが、町営住宅が果たす

役割とは何だとお考えでしょうか。令和２年の県の住宅審議会配付資料を参考に、但馬

・丹波地域の世帯数に対する公営住宅割合を算出してみました。但馬、丹波の平均は⒋

あ２％でした。これは公営住宅 ああ３０を世帯数９万 ５６９世帯で０したものにな 

ります。本町は１５６０、県と町合わせてですね。１５６０割る ８８３世帯で ⒊１９

％でした。本町のこの⒊１９％という割合は、但馬、丹波の自治体の中で最も低いもの

になります。一方で県営住宅の割合、県営住宅だけで割合を出してみると、養父市、丹

波市に次いで大きい⒈２７％でした。これは県営住宅６２０を ８８３世帯で割ったも

のになります。同時に本町の町営住宅の割合っていうのは、但馬、丹波で最も低い⒈９

３％でした。つまり、ちょっと数字を並べてしまいましたので整理しますと、本町は公

営住宅そのものが少ない状況にあります。さらに県営住宅に数字上依存状態にあるとい

うことが分かります。県営住宅は新規入居を受け付けていない状態にありますが、この

まま集約・廃止となれば、本町における公営住宅の供給率というのは、現状でも最も低

いのに、さらに下がるというふうな状態になります。そこで先ほどの質問、町営住宅が

果たす役割とは何でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。
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○町長（西村 銀三君） 住宅の役割。基本的には住まいということで、住まいがなけれ

ばどうすることもできないわけですけど、町としての役割、これは民間との兼ね合いも

当然出てくると思っております。町の住宅、町営住宅に対する要望がどれだけあるか、

そういったニーズをきっちりと把握するということが、最も住宅政策の基本にあるとい

う具合に考えております。

それから、他町が４％、うちは３％という御指摘で、１％の差をもって全てを論じる

ということはちょっと難しいかなという具合に考えておりますし、住宅、需要、それか

ら現状の民間住宅の供給の現状、それから県営住宅、町営住宅も含めた上で全体的な現

状掌握をきちっとする中でやっていければと思っております。住宅政策、例えば若者定

住という、そういう側面で井土住宅は造ったわけですけど、そういう若者の流れを少し

でも町内に残っていただく、そういう人口政策ももちろん関係するんですけど、そうい

う意味における住宅政策は、いろんな意味で大きな意味を持っているという具合に考え

ております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） ちょっと一旦、データの読み方で１％の差がというふう

なお話がありましたけれども、県内の類似団体、佐用町ですとか福崎町等も調べていて、

公営住宅の世帯割合に関しては、一番下が福崎町の⒉７７％、類似団体でですよ。佐用

町の⒎６３％というのが割合でありまして、養父市であったら⒍あ４％、豊岡市⒋１３

％というふうな形で、おおよそ３％弱から７％強程度の範囲内の中での１％なので、相

当でかい振れだと思います。

民間との兼ね合いはちょっと後ほど言うんですけれども、町営住宅、住まいというの

は基礎ということで、セーフティーネットとしての役割はでかいと、大きいと思います。

町営住宅条例の話になるんですけれども、町営住宅条例において同居親族要件がありま

す。これは公営住宅法の改正により、２あ１１年からこの同居親族要件を廃止できるこ

とになったんですけれども本町は廃止しておりません。この要件があることによって、

単身の方は低所得者であっても入れないはずです、現状。また、それだけではなくて、

親族扱いにならなくてはいけないので、ＬＧＢＴＱの方々、パートナーシップ制度ない

ので住めないです。排０していることになります。単身の方ですとかＬＧＢＴＱの方の

セーフティーネットになってないこの現状というものいかがかと思いますが、この同居

親族要件は必要でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員は、入居における条件があって、制約があって利用者が増

えにくい状況があるという、そういう御質問だと思います。時代に合わせてＬＧＢＴ、

こういった流れもありますので、状況を見ながら入居条件の見直しを図っていきたいと

思っております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。
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○議員（３番 岡坂 遼太君） 次の県営住宅について聞きます。老朽化している県営住

宅は集約・廃止の方向でありますが、集約の仕方や廃止後の活用について、県に提案で

きると聞いておりますが、どのようにお考えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 私も一時、県営住宅に入ったことが、泉町団地であったんです

けど、築後４あ年以上経過しております。それから、現状を見ますと本当に、施設、家

屋が老朽化しているというふうなことで、もう新築化しないと使いにくい、そういう状

況があるという具合に判断しております。県に対して、県は廃止と、利用者がなくなっ

たらもうそれで入居、再募集はしないという、そういう方向性出しているわけですけど、

町としては県にお願いを、新しく建て替えをしていただくような、そういう提案をいた

してきております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） そういった提案があるのですね。一方で県は、県営住宅

の状況と課題、これからの在り方について計画を出しておりまして、１つのまとまりで

５あ０以内、以下の県営住宅に関してはもう廃止だというふうなことで、集約・廃止で

出しておりまして、県の担当の方々に聞いたら、市町村で１つの県営住宅、１０もなく

なる可能性は今後あるし、既にそういう話も出ているところはあると。新温泉町は町か

ら提案もなく動けないから、時間だけは経過しているというふうな回答をいただきまし

た。見込みがない中で県営住宅を町に建ててくれという要望だけでは、時間が過ぎるだ

けではないかなというふうに考えるんですけれども、県営住宅についてその要望以外、

何かお考えはあるでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 住宅政策、例えば小学校の統合とも非常に関係してくると思っ

ております。照来小学校にしても浜坂東小学校にしても人数が少なくなっているという

状況の中で、やはり住宅政策を充実することによって、将来子供たちが増える、地域が

にぎやかになる、そういう方向性を打ち出していきたいなと常々考えております。この

県営住宅については、県の施設でありますので、要望はこれまでから課長を通して、建

て替えをという要望は出しております。なかなか今、議員が言われたとおり、県の考え

もあるようでありますので、そういった点を十分に考えた上で、改めてっていいますか、

県には申入れをしていきたいという具合に考えております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） また、県営住宅、老朽化というふうに言われましたけれ

ども、見方によっては実はあれ丈夫な造りで、中が結構強いので、リノベーション、リ

フォームすれば、まだ使えますよというふうなことも意見としてあったりしますので、

検討していただければと思います。県の県営住宅の方針としては、町の福祉部局と連携

して、グループホームにしたりだとか、子育て拠点として改修することも積極的にやっ
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ていきたい、町と協議していきたいというふうな意思も、資料にもありますし、声から

も聞いております。そういった連携の方向はいかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員の御意見、貴重な御意見だと思っておりますので、そうい

った点も踏まえた上で検討をしてまいりたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 県営住宅は湯村と三谷ですね。とてもいいところにある

と思いますので、活用しがいはあるのではないかなというふうに思います。少しでも進

むことを期待しております。

また、民間との兼ね合いということが住宅政策において大事だというふうな話があり

ましたが、民間、宅建事業者ですとか工務店等の関わりはどのように持っていきたいと、

あるいは自由にしてもらうのか、こちらから連携を求めていくのか、どのようにお考え

でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 住宅の会社、建設会社、工務店とは、水道、下水、それからい

ろんな面で常に連携取って、補助金の活用方法も含めた上で、常に連絡を取りながらや

っているという状況であります。この民間の住宅、アパートの在り方については、いろ

んな引っ越しの際の補助であるとか、いろんなことを考えて実行、実施いたしておりま

すので、そういった点で、できるだけ広範囲に住環境が、住まいの環境が整備されるよ

うに住宅会社とは連携を取って、これまでも取っておりますけど、さらに町の課題を共

有しながら連携を取りたい、そのように考えております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 制度的に補助等やられているのは存じ上げておりますし、

でも、そういった細かいことではなくて、住宅政策、この町の住宅の課題というところ

を共有しながら、町の事業者もそう多くはないので、連携も取りやすい規模感だと思い

ますので、さらに連携を図っていただければと思います。

そこで一つ、情報提供ではないですけれども、民間と協働するのであれば、町営住宅

を町がもうこれ以上整備しないとか、そういったことであれば、住宅セーフティーネッ

トというものを御存じでしょうか。それを使ってみたらどうかなというふうに思います。

住宅セーフティーネット制度は御存じでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 私自身は存じておりません。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） これが、国が用意している制度でして、国交省でしたか

ね。住宅セーフティーネットの要件に合うような住宅を整備する場合には、工事費の半

分を国が持つというふうなものになってます。その代わり、これ民間が造るんですけれ
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ども、民間が造った場合に、例えば家賃の上限があったりですとか、入居者を拒否でき

ない、どういった方であっても受け入れるというふうな条件があったりします。この入

居者のことを住宅確保要配慮者というふうに定められているんですけれども、県や市町

村によっては、この住宅確保要配慮者の要件として、定義の中に、Ｕ・Ｉ・Ｊターンに

よる転入者というものを定めています。つまり、何でもありっちゃ何でもありですよ。

それが町の課題としてあるのであれば、そういった方を要配慮者として扱い、受け入れ

ることができる、さらに国の補助金を使って、というふうな制度になっておりますので、

そういった案内もしながら民間との協働をしていったらどうかなというふうに考えます。

次の質問に移ります。本町は少子化にあり、こども園の利用者減少や小学校の複式学

級増加などが懸念されていますが、顕在化する課題に対し、学校園がどうあるべきか、

子育て環境整備の見解を伺いたいと思います。

まず、こども園の役割ですが、子供を安全に預かる、そして、保護者が安心して働け

る、この２点が私は最重要だと考えますが、町長はどのようにお考えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ２点だけでは私は不足だと。そういう限定できるはずはない、

子育て環境はいろんな意味で将来の町を担う子供たちの大きな課題であります。そうい

った点では広範囲な視点で子供の環境、子育て環境を考えていくということが大事だと

思っております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） もちろん、私もいろんな点で大事な、重要視すべき点は

あるとは思っているんですけれども、その中でもやはり優先度をつけないと、何も全て

をやろうとすると曖昧なものになってしまうのではないかなというふうに考えます。

そこで、安心して働ける要素についてお伺いしますが、夜間・休日保育ですとか、ゼ

ロ歳児保育、病児・病後保育、警報時の対応、園の雰囲気など、様々な点が安心して働

ける要素、預けられる環境としては上げられると思います。その中で、警報時の対応で

は、本町では、警報が発令されれば、保護者へ迎えを依頼していると認識しているんで

すけれども、この認識は正しいでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 担当課より答えていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 警報時につきましては、保護者に迎えに来ていただくという

ことをしております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 一方で、ほかの地域の園によっては、高齢者等避難のレ

ベルであっても、基本的には休園や迎えの依頼をしないところも多数あります。こうい

ったことについてどのように思われるでしょうか。
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○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） そういったことがあるということを、すみません、認識して

いなかったんですけれども、本町につきましては、子供の安心というようなことで、保

護者の方に迎えに来ていただくということをしてます。ただ、仕事を、どうしても迎え

に来れないという場合もありますので、そういったことをお預かりする、そういったこ

とは取り組んでおりますので。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 先ほどの、この高齢者等避難のレベルであっても、基本

的に依頼していないことについて、町長、どのようにお考えでしょうか。町長からも御

意見をお願いします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） すみません、もう一回質問をゆっくり、ちょっと耳が悪うなっ

て聞き取りにくいです。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 全く同じ質問です。ほかの地域の園によっては、高齢者

等避難のレベルの警報であっても……（「そこが分からん、何だ」と呼ぶ者あり）高齢

者等避難。警報のレベルでいろいろありますよね。（「避難のレベルがあって」「あっ、

レベルか」と呼ぶ者あり）レベルです、基準。高齢者等避難のレベルであっても、基本

的に休園や迎えを依頼しないものとしている地域や園がありますが、そのことについて

どのようにお考えでしょうか。（「何だや分からん質問だな」と呼ぶ者あり）

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 高齢者の、いろんな考え方はありますからね、それぞれの地域

の子育ての方法があると思うんです、だから、どれがいいとか悪いとかという問題では

ないという、そういう方法はあっていいという具合にしか言えません。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 注意報から警報になりますよね、警報の中にも様々な段

階がありますよね、特別警報ですとか。その中の注意報から警報に上がって、警報の中

で、高齢者等は避難しましょうというレベルがあるんですよ。（「ああ、そういうこと

か」と呼ぶ者あり）その警報が出たから、じゃあ迎えに来てください、休園ですよとい

う状況と、警報は出たけれども迎えには来なくていいですよでは、保護者からしたら、

働いている人からしたら全く預け方が違うんですよね。絶対に誰か休まなきゃいけない、

休めなければどうしても残るという話がありましたけれども、なるべく迎えに来てくれ

と言われるならば、やっぱり保護者としては迎えに行ってあげたくなるじゃないですか。

そういったことを保護者がしなければならないというのは、働きづらい環境につながっ

ています。

よく分からんと言われてしまったんですけれども、聞きたいのは、現在地北側で整備
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した場合に、この警報時の対応が変わる可能性があるのかを知りたいんです。お教えく

ださい。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 警報時までは確認をしておりませんし、この場ではちょっと私

からはお答えできません。

それから、３６５日警報が出ているわけでないのに、そこだけを特別に何か警報警報

といって言われるのは、そういう警報が出たら保護者の方に連絡するというそういった

制度、それが非常に何か問題があるように言われるんですけど、私はそれは普通の当然

の在り方だと思っております。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 北側での建設についてですけれども、子供たちの安全を守る

ための洪水等に耐え得る処置を取っての対応を今考えております。その中で、避難所に

なるような施設ということもありますので、そういった対応、子供の安心を守るという

ことは考えております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 町長は曖昧な回答でしたけれども、第２期の検討におい

ても、この警報時の対応というのは、新温泉町、豊岡市、鳥取市等で比較しているんで

すよ、内容として、この警報時の対応どうなのかということを。ですから、知らないで

すとかそういったことは……（「いや、知らないなんて言ってないよ」と呼ぶ者あり）

ああ、そうですか、すみません。そうですね、把握される必要があるんじゃないかなと

思う。

次に行きます。次ですが、適正規模についてお伺いします。児童福祉法によって保育

士の配置基準ありますが、ほかの自治体では、こども園の適正規模を検討し、集団規模

の下限、一番下ですね、を定めているところもございます。例えば豊岡市でしたら１学

級で６人、富山市では１５人を１学級の最少人数としています。この集団規模の下限の

設定についてはどのようにお考えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 教育長のほうから答えていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 今、議員がおっしゃったように、豊岡市のほうでは適正規模

というものを打ち出しておられます。その下限というところで６人程度ということがあ

りますが、園児数のみだけでなく地域性のことも考慮する必要があると思いますが、総

合計画の中だとか、教育振興計画の中で、やはり少子化についての対策を検討すべきと

いうようなこともうたっておりますので、また、いろんなことを加味しながら考えてい

く必要があると思っています。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

－３２－



○議員（３番 岡坂 遼太君） 今年１月に、私含む３人の議員で本町の子育て環境につ

いて独自の調査を行いました。２２６名の方から御回答をいただきまして、１４７人が

子育て世代に該当します。本調査の設問で、こども園の単学級の適正人数について回答

いただきました。３から５歳児の単学級の適正人数の下限について、３⒐６％の方が７

人から１あ人ぐらいがいいんじゃないかと、これ下限ですよ、下限。と回答しておりま

した。次に、３⒌４％の方が１１人から１５人ぐらいがいいんじゃないかというふうな

回答をしておりました。１学級で１あ人程度以上を望んでいるというのが、この町民の

方の、２２６人の方の回答になります。一定の集団規模が子供の発達に必要だと考えて

いるため、そのような人数を皆さんが回答しているんですけれども、適正規模、適正配

置の検討会というものは行わないんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） そういったアンケートの結果があったということは受け止め

させていただきます。今後、先ほど申し上げたように、やっぱり少子化に向けての検討

はしていかなくてはならない課題であるということは認識しておりますので、ただ、今

の園の中でも、その人数の中で、本当に子供たちが伸び伸びと園教育を受けながら、人

格形成の根っこである部分をしっかり育てているという事実もございます。その中で、

保護者アンケートの中なんかでも、本当に丁寧に見てもらっているというような感謝の

言葉もあります。そういった言葉もいただいております。いろんな見方があると思いま

すので、そういったことを総合的にいろいろ考えながら、やはり、昨日も申し上げまし

たが、地域や保護者の皆様、特に保護者の皆様ですね、それから園の職員だとか、いろ

んなところで、やはり検討、研究していく必要はあると思っています。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） また、こども園の統廃合についても調査しました。それ

ぞれ回答者が考える下限人数を基準にしまして、下限を下回る前に統合すべきですとか、

あるいは、下限人数にかかわらず数年以内に統合すべきというふうに回答した方が５

４％おられました。２２６人中１１４名です。一方で、統合すべきでないと回答した方

は１⒌５％でした。また、どちらでもないに当てはまるような回答になるんですけれど

も、下限人数を下回ってから統合というふうな回答に関しては１⒍８％でした。また、

分からないと回答した方は１⒎３％でした。多くの方が将来的な園児数の減少を見越し

て統合問題と向き合っております。統合しない等言っておりますけれども、長い目で見

れば話はしっかりとすべきであると思いますが、この町民の意識についてどのように思

われるでしょうか。町長、教育長、両方から回答いただきたいです。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） アンケートの対象がどういう方がちょっとよく分からんのです

けど、町のこれまでのいろんなアンケートを見ても、それから検討委員会、それから署

名、たくさんの署名も頂いております。それから地域の自治会の要望もいただいており
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ます。一つのアンケートとしては、資料としては、案として受け止めさせていただきた

いと考えております。それが全てではないということも事実だと思っております。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） アンケート結果、今おっしゃっていただきましたけれども、

そういったことをしっかり受け止める必要もあると思っております。いろんな、このア

ンケートに回答できなかって御意見をお持ちの方ももちろんいらっしゃると思いますし、

一方からの側面で見るっていうことはしてはいけないというふうに思っておりますので、

いろんな側面から見て、やはり本当に新温泉町の教育にとって、子供たちの本当に、や

っぱり新温泉町で教育を受けて、将来の中で、人生の中で、やはり生きていく、そうい

った生き方につながる、生きる力につながる、そういった教育をしながら、そういうこ

とを進めるために、では、どの形がいいだろうかということを、やはり検討しながら進

めていくべきということは思っております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） アンケートの対象が分からないということでしたので、

その辺、少し補足で説明させていただきます。ポスティングですとかＳＮＳによる公開

型の調査をしました。回答はインターネットの回答がメインで、紙で回答された方もお

られましたけれども、匿名にしております。各地域を選択していただいたり、年代、お

子さんの有無を回答していただくことで回答者の属性を知ることになっています。つま

り、個人名は分かりませんので特定はそれぞれできませんけれども、その分、特定でき

ない分、正直な御意見が非常に集まったのかなというふうには私は考えております。

また、生きる力という、子供たちの能力の面ですが、その辺を考えて集団規模が必要

だというふうな考えを皆さん持っているのだと思います。アンケートが、これ、参考に

一部なるとは思いますが、信じれないですとかそういったことがあるんでしたら、町と

して全体にアンケートを取って、自分たちで民意といいますか、そういった集計をされ

てはどうかなというふうに思います。

小学校においても、適正規模の検討がほかの自治体では行われています。将来を見据

えて、地域の中の学校教育の在り方が示されていますが、この他自治体の動きについて

どのように思われますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 適正規模という話は、それは地域地域によっては適正規模が、

考え方が変わってくると思っております。何をもって適正というのは、やはり地域の合

意形成であるとか、そういった基本的な考え方の中に、ただ、数字で割り切れるものが

適正規模ではないという具合に考えております。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 兵庫県のほうでも少子化に対応した教育の充実に向けて、適

正規模、適正配置ということについて今年度出しております。国はもちろんですけれど
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も出しております。その中でいろんな、小規模における教育の在り方だとか、そういっ

たことも示されております。本町では、昨日も申し上げましたが、そういった中で小規

模の特性を生かした、少人数のよさを生かした教育を進めようとはしております。ただ、

そういった御意見があるということは、しっかり受け止めなければならないということ

は感じてもおります。

集団っていうことで、生きていく中で、いろんなところに飛び込むわけですから、そ

この中で自分らしく輝いていける、そういった力をつけていくっていうことも教育に求

められていることだと思っておりますので、幅広い視野でしっかりと考え取り組む必要

があるということは思っております。ただ、地域の核となる学校ですので、学校園です

ので、そういったことも含めながら、いろんな角度から考えていく必要があるとは思っ

ております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 地域の核となるというのは分かるんですけれども、子供

のことを第一に僕は持ってきてほしいと思います。独自のアンケートでも、小学校を統

合すべきだというふうな意見が多数出ておりました。こども園と同様に、子供の発達に

集団規模が必要ということで、豊岡市では各学年１学級以上及び各学年２あ人以上とい

うふうな適正規模、下限ですね、を定めていますし、ほかに愛知県南知多町では、１学

年１学級以上と定めてまして、やはりこれも複式学級を解消するための設定です。本町、

小学校ありまして、旧町に１個ずつぐらいまでは統合できると思うんですよ、この直近

１あ年、２あ年ぐらいを考えて。

小規模校のメリットをと言いますけれども、ノウハウが日本全国でまだたまってない

ですよね、小規模校のメリット。じゃあ、その先駆けを本町がやる必要があるのかとい

うと、私はそうは思いません。ほかの町で既にもう町に１個しかなくてだとか、これ以

上、統合、本当にできないという状態のところが、そこを、ノウハウを蓄積してくれる

んじゃないかなと思います。それを我が町で、そこのノウハウを一から構築するんだと

いう努力は、努力の方向が間違っているんじゃないかなと思います。

また、保護者としましても、来年、再来年からいきなり統合しますというような急な

計画は受けたくないです。子供への説明もありますし、地域としての動き方もあります

ので、保護者、子供、地域ともに様々な準備をして、移行できるように長期的な計画を

事前に出していただければうれしいと思います。ずっと協議しない、適正規模、適正配

置も検討会つくらないということで、知らぬ間に、知らぬ間じゃないですけれども、複

式学級が増えて、子供たち、しんどい思いをしている、保護者も子供のことで苦悩して

いるというふうな状況が増えてから考えるのでは遅いです、後手後手に回ります。です

ので、早めに考えていってもらいたいなというふうに思います。小学校についても適正

規模、適正配置の検討会、いかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。
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○町長（西村 銀三君） 統合を早くせえという、そういう趣旨だと思うんですけど、統

合を早くした奥八田地域、小学校、中学校もなくなってどうなったか。例えば中学校な

くなったことによって傘踊り、伝統行事は全く伝承がなくなってきました。統合の考え

方、これは一般的な、人口が少なかったから減らせというのは一般的な、誰も考える単

純な考え。だけど、問題はそうじゃないと。そういう流れをどう少しでも変えていくか。

人口減少を少しでもストップして増やしていくか、そういう努力があって、初めてそこ

に行政、政治が関わってくると。減るから減らせというふうな、そういう単純なもので

は私はないと思っております。そこには、やはり小学校、中学校がなくなる、保育園が

なくなることによって、地域が本当に、人口減少が激しくなって、地域の維持もできな

い、そういうことをぜひやはり、強者の目で見るんじゃなしに、やはり、そういう小さ

い弱者の目で、弱者の視点というのも十分に見ていく必要がある。それから、小さい学

校だから子供の教育ができないって言われますけど、小さい学校だからすばらしい教育

ができるという、そういう、これまでの学校の歴史を見ても、そういうことははっきり

と出てるわけです。ぜひ一方的な見方、一般的な見方のみならず、やはりもっともっと

広い見地で物を見ていただきたいと。そうしないと、ますます町が寂れていくと、私は

考え方が逆ではないか、そう思っております。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 議員がおっしゃっていることをしっかり受け止めて、理解し

ていかなければならないという思いは持っております。学習の集団規模というか、適正

規模ということはおっしゃっていますけれども、一方で複式学級なり、小規模、少人数

で学習して、本当に丁寧にきめ細やかに学習指導してもらえる、そういうよさもあるこ

とは御理解もいただきたいなという思いはございます。

先ほども、昨日からずっと申し上げておりますが、総合計画の中にも、教育振興総合

計画の中にも、その少子化に耐え得る検討をしていくということは盛り込んでおります

ので、今後、このことについて取り組んでいきたいという思いは持っております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 町長が言う広い視点を持って考えると、町長の考え方は

子供が弱者になっていたのではないかなと私は考えます。子供の発達の面で、本来だっ

たらしっかりと整えてあげる部分が、地域が地域がと言って、子供たちの考えですとか

発達というものをないがしろにしているんじゃないかなというふうに私は感じました。

また、人口が減っているから廃校になっているという中で、さらに加速して、確かに

少しは傾向あるのかもしれませんが、減っているところでなくなって減っているからと

いう話をされても、どうなのかなと思いますし、人口減少についても、じゃあ人口が上

がるだけの家があるのかといったら、ないという話がありましたよね。増える見込みが

この直近でないのに、それを、減らさないことは大事だと思いますよ、増えるような言

い方をするのはちょっとよくないのではないかなというふうに思います。
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次に移る前に、すみません、教育長が言っておられた、昨日も言っておられたんです

けれども、子供が少ないからそれぞれが主役になるというふうな話がありましたが、子

供が少ないことによって、１人当たりの負担が大きくなるということは承知いただきた

いです。私、用土という集落出身で、今も少ないですけれども、当時から少なくて、自

分の話になりますけれども、６年生、私１人でした。５年生いなかったです。下の学年

は二、三人ずついます。６年生１人で交通委員、いろんな委員を受けました。

負担が大きいんですよ。人数がばらばらになる

と、そういった世代間の人数の差が大きくなってきますよね、それによって複式学級も

変則であったり、そういったことがあると思うんですけれども、主役になるというのが

必ずしもベターではないと私は思います、自身の経験をもって。

次に移ります。本町でも、デジタル化について取り組んでいるところでございますが、

昨年、デジタル庁が発足され、国及び市町村においてもデジタル化を加速させる体制が

本格化したという段階にあります。国の補助金の関係で、２あ２５年までに基幹業務シ

ステムの標準化が必須となります。この標準化以外にもデジタル化でやらなくてはいけ

ないことが多くあるわけですが、いつぐらいに何を実現するかといったような明確なビ

ジョンが必要だと考えます。今後、デジタル化の強力な推進に向けて全町を挙げて取り

組む中で、実効性を確保しつつ、具体的にどのように進めていくのか、町として旗振り

役を立てたり、情報化推進チームなどが必要と考えられますが、町長、どのようにお考

えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） このデジタルトランスフォーメーション、国がデジタル庁もつ

くりますし、そういった流れに沿って、全てがデジタルデジタルというふうなことが強

調されております。自治体のデジタルトランスフォーメーション推進計画には、首長の

理解とリーダーシップの下、最高情報統括責任者を中心とする全庁的な推進体制を整備

するとあります。最高情報統括責任者は庁内マネジメントの中核であり、庁内全般を把

握するとともに、部局間の調整に力を発揮することができるよう、副市長等であること

が望ましいとされています。本町においても計画に沿った形で検討を必要だと考えてお

ります。情報化推進チームについては、町全体、情報化推進担当部長である企画課、そ

れと行政内部の情報担当部署である総務課の２つの課を中心とした推進チームで検討を、

推進を図ろうと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 本町においても、その情報統括最高責任者は副町長とい

うことで理解してよろしいでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 庁内の今の情報化の組織といたしましては、情報化推進本部

というのがございまして、本部長は町長、副本部長が私というふうになっております。
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本部はそういう形で情報化を、今回も情報化計画を策定しておりますが、その中にＤＸ

関係の記載についてもやっているところでございます。

また、情報セキュリティー対策指針というのもございまして、情報化につきましては

セキュリティーも、今回、クラウドが進んでいくという中で、セキュリティーのことも

重要であるということで、このセキュリティーの責任者、ＣＩＳＯ、チーフ・インフォ

メーション・セキュリティー・オフィサー、ＣＩＳＯが私でございます。ＤＸについて

は、管理職会議等でもガバメントクラウド、そういったことについても議題に上げて、

情報の標準化、共通化についても、そういった議論をしているところでございます。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 分かりました。組織の体制として、企画課と総務課また

がってやるといったお話がありましたが、ふるさと納税において、このまたがっている

ことがちょっとネックになっているという話がありましたが、この情報化においては大

丈夫でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 大丈夫です。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 町運営に、あらゆることに影響する事業なんですけれど

も、大きな市でやっているように、各課にデジタル担当を設けるような人的余裕は本町

にはないかなと思えるんですけれども、その辺り、どのように対応していくんでしょう

か。

○議長（宮本 泰男君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 新温泉町、非常に限られた職員数の中での対応ということで

ございますので、今御指摘がありましたように、新たに情報化担当を導入するとか、そ

ういったことはなかなか難しい面がございますが、今、総務省の検討機関の中で、非常

に労働者人口が減っているということの中で、２あ４あ年には、今の職員の半分ぐらい

の人数で、ＡＩであったりそういった情報化をしていかなければ、２あ４あ年には非常

な危機が来るというふうな研究会での検討もございますので、それについてもこの情報

化計画の中に入っておりますが、そういった視点で、町一人一人のスキルを上げていく

ということで対応したいというふうに思います。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 一人一人のスキルを上げていくというのは、これからデ

ジタル当たり前ですので、そういうふうに体制を整えていくべきかなというふうに私も

思います。

アイデアですが、本町の組織から見ると副町長が旗振り役といいますか、そういった

統括されるというところで、特定のメンバーに裁量を与えて、全庁に横串を刺すような

形でやるのがよいのではないかなと思います。若い職員や社会人枠採用の方でスキルの
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ある方もおられると思いますし、意欲のある方もおられると思います。人員が少ない中

では、そういった方に任せて、任せる部分は任せて、もうぐさっと横串を刺すような形

でマネジメントしてはどうかなと、裁量を与えてみてはどうかなと思うんですが、その

辺りどうでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 先ほど町長から答弁しましたように、総務課と企画課、地域

情報化と行政情報化がございますが、庁内でのそういったスキルの高い職員で各課連携、

横断的に進めていくということについては、そういった方向で進めていきたいというふ

うに思います。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） スピード感が必要になる事業ですので、スマートかつ実

効性の高い体制構築を期待します。

さて、この自治体ＤＸで、この本質がデジタルの導入ではなくて、オンライン化、デ

ータ利用、自動化ソフトなど組み合わせながら、業務を抜本的に改善するという業務改

革にあります。手順としては事業の整理があって、その次にデジタル導入というふうな

ことが基本になるかと思いますが、その中でトータルで見て業務を改善するというもの

になります。やみくもにデジタルの導入だけすると、かえってコストがかかってしまう

こともありますが、そのために業務改革は必須だと言われていますが、どのように対応

されますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） デジタル化は業務の効率化、最大の目標は効率化を通して住民

サービスが向上するということになると思っておりますので、そういった視点をきっち

りと捉まえた上で推進したいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 単なるデジタルの導入でしたら、割と楽っちゃ楽なんで

すけれども、業務改善、もう抜本的に改善していく、業務改革をするとなると、かなり

のエネルギーと時間がかかりますが、その辺りはどのようにお考えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） エネルギーは当然かけていく必要があると思っております。そ

れが結果的にはいい流れができるということで考えております。

○議長（宮本 泰男君） 岡坂議員、残り３分になりましたので、簡潔にお願いします。

３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） そういったこともしっかりとやっていかれるということ

で、限られたメンバーで、特定のメンバーで進めることになるんですけども、その方々

も既存の業務があったりするかなと思います。メインとなる方々の業務が圧迫されてし

まって、これ働き方改革のためにやっているのに、その方たちがもう崩れてしまうとい
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うことは本末転倒となるんですけれども、この主要メンバーとなる人員の増員ですとか、

補助として会計年度任用職員の雇用等はお考えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 状況を見ながら、そういう体制づくりについてはやっていきた

いと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 人材育成というものも大事になってくるんですけれども、

これまで実施してきた研修では賄い切れない内容も、この自治体ＤＸについては多くあ

るかと思いますが、その辺りの人材育成についてはどうお考えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 国や県の研修をもう既に受けていただいてる方も何名か出てま

すし、着々と準備は進んでいるという具合に考えております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 私が思うに、係長以下と管理職では異なるスキルが求め

られると思うんですけれども、その辺り、研修等、どう違いはあったりするんでしょう

か、計画は。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 研修、パソコンに非常に精通された方、それから全く苦手な方

というのがあると思いますので、その辺は人選を確認しながらやっていきたいと考えて

おります。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 苦手、得意あると思いますけれども、やはり苦手な方が

管理職で、例えばですよ、優秀な方がやってきたことを、理解できないからちょっとっ

ていうふうに止めたりすると、スピード感がやはりなくなってしまいますので、こうい

ったところでしっかりと認めるスキルというのを管理職のほうに培っていって、実行で

きるスキルというのを係長以下で、まずはこの直近の二、三年とかに関しては進めてい

って、裁量を持たせたりすることによって能動的に動くことができればいいかなという

ふうに思っております。

締めですが、今後、社会や住民のニーズが変化する中で、常にデジタルで解決できる

ものとアナログでしか解決できないものというものをうまく切り分けながら、業務改善

していき続ける必要があります。より効率的で住民に寄り添った行政であることを期待

します。最後に、町長として、この自治体ＤＸについて意気込みをください。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 現在、スマホでほとんど、いろんな、銀行振込から、ありとあ

らゆることができるようなそういう時代になっております。そういう時代をにらんだ中

で、庁舎の、役場の仕事も、そういったところをきっちりと頭に入れて、業務の推進、
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それから業務改善に向かってやっていきたい、そう考えております。

○議長（宮本 泰男君） よろしいですか。

これで岡坂遼太君の質問を終わります。

○議長（宮本 泰男君） 暫時休憩いたします。１３時まで。午後１時まで休憩いたしま

す。

午前１１時５９分休憩

午後 １時００分再開

○議長（宮本 泰男君） 休憩を閉じ、再開いたします。

次に、５番、米田雅代君の質問を許可いたします。

５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） ５番、米田雅代でございます。議長のお許しをいただき

ましたので、質問をいたします。

初めに、質問事項の順番なんですが、２番の浜坂認定こども園の整備についてと３番

の教育についてを順番を変えまして、２番に教育について、３番に浜坂認定こども園の

整備についてに変えさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

昨日の町長の所信表明をお聞きしながら、町長が描いておられる町の姿、「元気で

長生き 楽しい町－おんせん天国－」を感じることができなくて少し寂しい気がいたし

ました。過疎と少子高齢化が進み、高齢化率４１％の町です。今こそ、行政、議会が一

丸となり、ここのところは、行政は行政の役割を果たして、議会は議会の役割を果たす

ということです。一丸となり町民の皆さんと共に山積する課題に取り組むべき時期だと

思います。町民が安全・安心して暮らせるまちづくり、そんな観点から大きく３項目に

わたりお伺いいたします。

１の町民所得の向上対策についてでございます。

町長は、令和３年の広報、新温泉町９月号、「こちら町長室」の中で、所得から町の

力を分析しておられます。令和２年、新温泉町の１人当たりの年間平均所得は、県下４

１市町の最下位になり、１人平均２５９万円でした。次に、町の財政に触れ、一般家庭

の貯金に当たる一般会計の基金残高合計は約３７億円で、町の借金残高は約１５７億円

の見込みだと続け、健全な財政運営を基本に据えながら、町民所得向上に取り組むと述

べておられます。これを我が家の家計に置き換えますと、貯金が３７万円で借金が１５

７万円ある。貯金を使いながら仕事を頑張り収入を増やして、倹約して借金を返すとい

うふうに考えられるんではないかと思いました。そう考えるととても分かりやすいんじ

ゃないかなと思いますが、町長、この辺の解釈の仕方は間違ってないでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 例えば家を あああ万、 あああ万円で買う、貯金はどのぐら 
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いあるか、２ああ万、３ああ万円、そういう考え方でいいのではないかと思っておりま

す。給与は２あ万円。そうすると、投資というそういう側面もありますので、そこはそ

ういう考え方でいけるという具合に考えております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） ありがとうございます。町長が町民の暮らしを豊かにす

るには、まず所得を増やそう、そういうようなお話だと思いましたので、私はこれはす

ごくうれしいといいますか、楽しくなるページですのでちょっと上げさせていただきま

した。

では、公約では、もうかる農業・漁業の振興と上げられ、また、所信表明では、農林

畜水産業の振興と上げられましたが、具体的にどのように展開されますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 現在、町民の生産高、例えば農業は米がメインですけど、ＪＡ、

農協の把握できる範囲では年間で約５億円です。また、漁業は約３あ億円。それから一

番大きいのは、１農家当たりにして大きいのは畜産です、４８農家で約４億円。これが

主な農林水産の実績です。これ以外に大根であるとか、それから梨であるとか、これ以

外の生産高はあるんですけど、農業生産高としては約１あ億円、そういう状況でありま

す。

そういう状況の中で、やはり、米がどんどん下がっているという近年の状況がありま

す。今年度も３あキロ当たり あああ円ぐらいの平均で動いていたという具合に聞いて

おります。そういう、米を本当に一生懸命つくっても、なかなか所得として反映されな

い、もうからない、こういう実態があるという具合に考えております。今回、この令和

４年度の予算では、ハウス栽培であるとかによってもうかる農業の在り方を提案してい

こう、そういうことで、山陰地方、特に雪が、雪がだんだん少なくなったんですけど、

非常に曇りが多い、晴れが少ない、そういう中で地域の農業の新たな方向として、もう

かる農業を、ハウス栽培を軸にやっていったらどうか。ただこれは、農業の場合、本当

に時間がかかると思っておりますので、根気よく農業の方向性、もうかる農業に向かっ

て支援策を打っていきたい、そういう思いであります。米づくりから畑作、ハウス栽培、

そういった状況。それからもちろん温泉活用という面もありますので、利用されていな

い温泉の利用もハウスなどに使えればいい、そういう思いであります。

漁業についても、加工業者は少ないというふうなことで、実はＨＡＣＣＰ、食品加工

における国の基準といいますか国際基準が、昨年度、令和３年度、期限がもう過ぎてお

るんですけど、こういったＨＡＣＣＰ対応もやる必要があるというふうなことで、加工

業者の方々のそういう安心・安全の食品の生産における見直し、充実、そういうものを

図る中で、所得向上に向けて力を入れていきたい、そういう考えであります。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 今、ハウス栽培のお話が出てまいりましたけども、予算
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書をちょっと見せていただいたときに、たしか、上限２分の１まで補助で１ああ万円と

いうような、だったと思うんですけども、大体１棟当たりって、ごめんなさい、細かい

話になりますが、どれぐらいの価格でなるんでしょうか。何棟ぐらい大体造れるんでし

ょうか、１ああ万円ので。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 今回、初めてハウス栽培の取組をスタートしましたので、農家

の状況を見ながら補正予算を組んでいきたいと思っております。今のところ年初は１あ

件ぐらいを予定したいな、そういう思いであります。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） じゃあ、これからどんどん進めていくっていう形の中で

解釈したらよろしいでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） そういう取組をしたいと思っております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） やはり町長も書かれておられましたけど、この豊かな自

然、そういったものを生かしていくには、やはり農林水産、そちらのほうが非常に大事

だと思っておりますので、そういったところで助成金をつけていただいたり、そういっ

たことで振興を図っていただけたらいいなと思います。

また、コロナ禍で大打撃を受けた観光業への支援策はどのように考えておられるでし

ょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 支援策として、国や県が支援をする中、町の状況を見ながら、

給付金事業、それから観光プロモーション事業などを進めてまいります。一番大きな影

響を受けております旅館、民宿業については、町単独事業であるほっと新温泉などを現

在、昨年在から実施をいたしております。２月２４日現在、 あ３４名の利用がありま

した。宿泊事業者の経営回復の支援ができているという具合に考えております。期間中、

県の宿泊料金割引も始まっておりまして、１２月までは多くの観光客でにぎわったよう

に聞いておりますが、この令和４年、新年度になりまして、コロナの影響が再び、第六

波によって観光客の減少につながっているというふうな状況がありますが、今後、先ほ

ど言いました観光プロモーションの事業を推進したり、それから観光キャラバン、それ

から、来年度、東京杉並でのイベントの参加、そういったいろいろな観光ＰＲを強化を

図っていきたい、そのように考えております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） それで、浜坂海岸なんですが、遊覧船のほうが３月３１

日で撤退というようなことを、ちょっとうわさで耳に挟んだんですけども、それは本当

でしょうか。
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○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 日程はちょっとはっきりとつかんでいないんですけど、撤退す

るということは聞いております。昨年の在口に聞いております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） ユートピア浜坂が今休館中で、その代用って言ったらち

ょっと言葉が悪いですけども、かなり松の湯のほうに御利用なさっている方がいらっし

ゃるのではないかと思いますが、その松の湯を生かしながら、遊覧船がなくなるのは非

常に大きいんですが、あの松林でキャンプという、外に、コロナの関係がありますから、

中に入れ込むではなくって、あちらのほうの松林のほう、何とかもう少し、今来られる

方はオートキャンプといいますか、今までみたいにただ単に松林にテントを張ってどう

のこうのではなくって、いろんな施設を求められてると思いますので、そういったもの

を利用して、何とか観光に生かしていけないのかな、そういった部分でもやはり町の支

援って言ったらおかしいですけども、そういった形で支援をしていただき、また、遊覧

船の後、何とか、あそこもちょっと私にはよく分かりませんけども、あそこも町のお金

で建てた乗り場だと思いますので、そういった後の使い方といいますか、なくなった後

を何とか生かして、今あるものを生かして、何とか観光のほうに生かしていけるように

考えていただけたらいいなと思います。いかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 遊覧船の撤退、これはコロナによって２年間、ほとんど動くこ

とがなかった、そういった営業上の、経営上の問題が一番大きいという具合に聞いてお

ります。残念なことだなと思っております。本来、もともと町内の方が運営をされてい

たわけですけど、残念ながら岩美町の事業者で運営をしてきていただいたということで、

そこにつきましても撤退というふうなことで、改めてこの生かし方、検討をする必要が

あると思っております。

それから松の湯です。松の湯も、これ、本当に建築から相当年月がたちました。僕も

時々利用させていただきますけど、浴場も狭いですし、非常に老朽化が激しいなという

ことを感じております。海のキャンプの利用者は、かなり夏はあるようですし、この在

り方につきましても、見直しをする必要があるという具合に考えております。キャンプ

場の横に観光協会の事務所があります。観光協会からもキャンプ場の、今、コロナで特

に車の台数も増えているようでありますので、そういったところにも観光協会のほうか

ら、ぜひ整備をしてほしいという要望をいただいておりますので、そういった点、意見

を生かしながらやっていきたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） じゃあ駅前の活性化のほうはどのように図っていかれま

すでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。
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○町長（西村 銀三君） 駅前は町の顔だと思っておりますが、一方で、先日も新聞に掲

載されておりました、浜坂－城崎、浜坂－鳥取間の乗降人数が少ないということで、見

直しの対象に入っておるというふうな内容でした。バスによる代替であるとか、減便で

あるとか、いろんな方法をＪＲ西日本、この２年大赤字であるというふうな背景がある

ようでありますけど、町の顔ということで、この駅を中心とした駅前商店街、それから、

今既に交番が移転をいたしました。交番がこれまでのところから本当に駅のすぐ横に移

転することによって、町並み形成が変わろうとしております。浜坂北小学校までの街路

整備、約１あ軒ぐらいですか、移転もほぼほぼ決まったようでありますので、そういう

ことで町の港湾線の整備が進むと、相当にイメージが変わってくると思います。そうい

ったところのＪＲの宿舎跡地であるとか、交番の跡地であるとか、そういったところを

今後有効に活用できないか、検討いたしてまいりたいと思っております。

それから、駅前商店街からも、これまで何度か話合いの場を持たせていただいており

ます。ハード事業、ソフト事業、両面で町並みの整備をやっていきたい、そう考えてお

ります。議会からも、整備に当たっては、コンサルでなしに地域の意見を十分反映せえ

というふうな御意見も聞いておりますので、そういった点も十分に勘案しながら、駅前

の、特に空き店舗活用の要望を商店街の皆さんからもいただいておりますので、そうい

ったところを中心に見直しを図っていきたい、そういう方向で考えております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 特に駅前の活性化についてなんですけども、議会のほう

からコンサルはっていうようなお話があったと私も傍聴席にいて聞いたような気がいた

します。ただ、やっぱり外から見るっていうことは非常に大事なことなんじゃないのか

なって思いがありまして、ですから、内からももちろんいろんなお考えが沸いてくると

思いますけども、ちょっと離れた視点から見て、この町はどうなんだろう、こうしたほ

うがいいんじゃないだろうか、そういうようなお話。それから、やっぱり若い高校生、

もっと下の年代の方もいいかも分かりませんが、子供もいいかも分かりませんが、特に

若い方の御意見、そういったものをいただくことによって、少しでも駅前がにぎやかに

なってくれたらいいなという思いでいっぱいでございます。

では、次の教育についてに移らせていただきます。アンケートって書いてありますの

は、先ほど岡坂議員のほうから言ってもらいましたが、そのアンケートに私も加わって

おりまして、新温泉町子育て環境に関するアンケートを１月に実施いたしました。その

アンケートの中で、勉強を頑張ることは田舎と貧乏の呪縛から抜け出す最良の方法だと

いう記述がございました。私は本当に勉強すること、教育を受けること、それが本当に

一つの手段になり得るんではないかと思っております。そういった意味の中で、教育環

境を整えることは行政の役割だと思っております。先ほど適正規模というようなお話が

ありましたが、今、現実的に浜坂東小学校では複式学級のあるクラスがあります。私は

以前に、今９あ代になられた方とお話をしたことがありまして、その方は小さいときに
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複式学級で教育を受けたと、それで、分かるかって言われたんです。社会の教科書で、

わしら下から始めたんだでって。下から始まって、次の年に上に入ったと、そんなばか

なことはあったらいけんでっていうようなことをおっしゃられて、この複式学級どう思

っとる、どう思ってるんだっていうようなことを私は問いかけられたことがあります。

それで、今、現実的に複式学級があるっていうこの状況をどのように思っておられるの

かお聞きしたいと思います。教育長、お願いいたします。

○議員（５番 米田 雅代君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 今、浜坂東小学校のほうで複式学級があるわけですけれども、

本当に学力、勉強をするということはとっても大切なことだと思っております。その学

力の中にも、見える学力もあれば見えない学力というのもありますし、非認知能力、本

当にいろんなことに立ち向かっていくというか、いく我慢強さだとか、そういった学力

もつける必要もある。

今、但馬で生まれた教育者の東井義雄先生が以前に、「村を育てる学力」の中で、村

を捨てる学力じゃなくって、村を育てる学力を身につけるために、学校、家庭、地域と

がやっぱり連携していく、その中でやっぱり生きがいを感じる子供たちもつくることが

できるんだというようなことも言われております。その中で、こういった厳しい現状を

やっぱり打開するための生きる力というのは、とっても身につけていくことは大事だと

思っています。その複式学級の中で、教育環境の中で、全てが悪、悪いということでは

ないと思っておりますが、経験できないことも、大人数という中の経験が少なくなった

ら、そこを補うような教育は今していっております。ですので、ずっと申し上げており

ますが、少人数の中での工夫をした教育はしております。学年を交互に学習をしていき

ますから、下の子供たちは上の学年の学習も、様子も見たり、上の子は下の子の学習も

見て、また、自分の学年に、上級生になったときに、下の学年の子供の学びを見ながら

復習にもつながるというようなところもあるとは思いますが、複式学級があるという教

育環境が全て駄目ということではないと思っておりますが、教育環境、いろんな環境が

ある中で、そのことについて考えていく必要があるっていうことは思っています。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 手だてがない場合、例えば学校が１つしかなくて、それ

で、その学年の人数が少なくて複式学級にせざるを得ないという部分であれば、それは

許されるかも分からないです。だけど、いろんな手だてがある中で、それをしてやれな

い、しないっていうことは、私はこれは怠慢にもつながると思います。その子はその子

の未来があります。その子の未来を、少なくとも教育、アンケートで出されたこの言葉

の意味は非常に重たいと思っております。勉強を頑張ることは田舎と貧乏の呪縛から抜

け出す最良の方法だ。そこまで言い切られる方がいらっしゃる。そしたら、できるだけ

その環境をつくってやる、つくる、それが行政の責任であり私たち大人の責任ではない

かと私は思うんですけど、いかがでしょうか。
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○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 地方教育行政の中にも法律の中にも教育環境を整えるという

ことは当然明記されておりますし、教育行政の大変大きな役割だというふうに思ってい

ます。小規模校で育った子供たちがみんなそうなのかといったらそうじゃないと思って

おります。卒業された方の中に、やはりそこの小さな少人数の中の教育を受けた中でも、

立派にいろんな場所で活躍されてる方もいらっしゃると思いますし、そういうことでは

なくて、今、本当に行政としてしなくてはならないってことはよく分かっております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） では、行政として整えていかないといけないことだって

いうことは認識をしていただいているっていうことでよろしいでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 今すぐということではなく、やはり将来展望を見ながら、そ

のことは考えていく必要があると思います。ただ、私自身は、小規模校の経験、それか

ら大規模校の経験も両方、教育を見てきております。小規模校でしかできないこともあ

ります。教育者として小規模校でしかできない、ここだからしかできないことをしっか

りやっていこうというような形で教育もしてきた経験を持っています。その中で、やは

りいろんなことで、１人にかかる、それは役割だったり、しんどさもある、だけど、し

んどいことを経験してやはり達成感を得られたり、一人一人が伸びていくというところ

も経験しております。大規模校に行って、それは活気もありますし、いろいろそこでの

よさは本当にあります。いろいろできる、それぞれの学校でできることはあると思って

おります。ですから、やはりいろんなことを総合的に考えながら、やはり教育環境を整

えていくということは、行政として大切な仕事であると思っています。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） では、最後にさせていただきました、浜坂認定こども園

の整備についてに入らせていただきます。

私は昨年、１２月定例会一般質問で、現在地周辺で整備することは、選挙結果から圧

倒的な民意であるとし、有権者は今、町長がどんな手法で浜坂こども園の現在地での早

期整備を実行するのか、また、議会がそれに対してどのような対応をするのか注視して

いる。町長も議会も町民の信託に応えることが求められているとお聞きしました。町長

はそれに対しまして、１月１４日の町総合教育会議で現園舎北側が最適と方針を示され、

令和４年度の当初予算に、用地買収費等１億 ９２１万 あああ円を計上されました。 

令和７年度開園までの事業計画を上げられています。町民の信託に応えられたものだと

認識しておりますが、間違いないでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） このたびの選挙でたくさんの得票をいただいて、現在地での推

進が、多くの町民の方々に了解といいますか方向性が見いだせたのではないか、そう思
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っております。その際には、米田議員も現在地を推進していただいて本当に感謝をいた

しております。そういった意味で、速やかに令和４年度予算計上をさせていただきまし

た。改めてこの推進に当たっては、一刻も早くという、そういう町民のこれまでの思い

がありますので、何とかこの認定こども園の早期改築に向けて頑張ってまいりたい、そ

う思っております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 今、町長がおっしゃられたみたいに、現在地周辺の園舎

北側での整備について、いま一度、安全対策について確認をさせていただきたいと思い

ます。

私は、先ほど申しましたが、アンケートをさせていただいたときに、２２６通の回答

のうち１４７通が子育て世代、２あ代から４あ代からのものであったというのは、岡坂

議員のほうから言っていただいております。その中で、私が一番心に残ったといいます

か、割と記述欄が多いアンケートでしたので、そこの中に、避難しなければならない場

所に何でわざわざ造るのか。それとともに、地域の発展よりも子供の命を優先してほし

い、そんなお母さんの声がありました。洪水に対する懸念や、海や川がそばにあること

に対しての不安が大きく見受けられたと思います。そういうお母さんの言葉、そして、

このアンケートの結果から、私はいま一度、本当にこの場所で造るのであれば、どのよ

うな安全対策をされるのか、もう一度確認をさせてやってください。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 安全対策、今までこの園ができて四十数年、園が危険危険と言

われますけど、水没したということは一度もありません。それから、避難ですけど、し

ょっちゅう避難しとるわけでもありません。本当に避難したというのは数えるほどであ

ります。そういう地域に、なおかつ昨今の異常気象に伴う洪水、災害、こういったもの

に対応するため、今も１メーター８あですか、かさ上げをしているわけですけど、そう

いったかさ上げをすることによって、安全対策、それから、災害については、やはりハ

ードでというのは、全てにおいて万全と、１ああ％というのは難しい。いかにソフト、

つまり避難行動を取るか、それが重要だというのは現在の大きな国の方針でもそうであ

りますし、いろんな観点から見ても自然に立ち向かう限界があるということであります。

そういった意味で、安全対策、かさ上げ、それから一部２階建てにするとか、そういう

ふうなハード面の確固とした在り方、それからあとは、やはり避難のための訓練、トレ

ーニング、これが非常に重要だと考えております。 あああ年に一度、１ああ年に一度、

そういったデータはあるわけですけど、 あああ年に一度の予想を基本にまちづくりを、

こども園を造るのか、１あああ分の９９９をきっちりにらみ、それから、これまでの経

過、歴史的な経過、そういったものを十分に考えてやっていきたい、そういう思いで現

在地の北側を提案させていただいておるということであります。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。
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○議員（５番 米田 雅代君） 一度県のほうに伺いまして、お伺いしたことがあります。

治水工事のことに関してです。兵庫県のほうでは、一応、５あ年に一度の降雨量に対し

ては対応できるような工事はしていると、特に岸田川、味原川に関しては、５あ年に一

度の降雨に対しては対応できるような工事をしてると。ただ、これ以上の工事っていう

ことは、ほかにたくさん、京阪神のほうであるだとか、そういったところは、まだ１あ

年に一度の降雨量の対応しかできてないと、だから、岸田川に関しては５あ年の、一度

の降雨量に対応するだけの、そういう工事しかしておりませんというようなお返事をい

ただきました。それとともに、私たち１期生で、１月６日、７日、１泊２日で防災と平

時の、全国市町村議会議員研修のほうで、平時の防災っていうことで勉強してきました。

そのときに、２あ２１年は福祉防災元年ということで、浸水被害の危険がある地区の開

発規制等の流域治水関連法っていうのがこの年に出たんだと。令和３年５月１あ日公布、

令和３年１１月１日施行でございます。これは何なのかといったら、ハザードマップに

載っているような場所に公の建物を建てるときは助成金、補助金は出しませんっていう、

そういう法律だということで。ただ、間違ってもらっては困るのですが、兵庫県ではそ

れに対応する川はないです。ですので、ハザードマップに載ってるからといって造って

はいけないというわけではないです。ただ、ここを原点にして、これまでの４あ年とこ

っからの４あ年とは違ってくるっていうことです。これまでの４あ年はそういう対応、

建物を建てるときに、今、さっき町長が言われたみたいに、かさ上げをしたり、それか

ら堤防よりも高さが高くなるように建てないといけないとか、そういうような規制はな

かったですけども、こっから先は、そういうような建物を建ててもらわないと困るとい

うことです。というような勉強をさせていただきました。ということになってくると、

非常に建築費という部分の中で、これは問題になってくるんではないのかなっていうふ

うな思いもあります。

それとともに、同僚議員のほうが警報のときのはどうするんだっていうような問いか

けがございましたが、保護者が安心して働くために、今もう本当に多様なサービスが求

められております。ゼロ歳児保育、延長保育、夜間・休日保育、病児・病後保育等々出

ております。私たちが子育て真っ最中のときは、おじいちゃんおばあちゃんがいたので、

おじいちゃんおばあちゃんに預けて、もう早い話が朝の９時から夕方の、夕方にならな

いかも分かりませんけど、４時ぐらいまで見ていただいたら十分働けました。もうおじ

いちゃんおばあちゃんに後お任せして、働いて、ことができましたけども、今、現実的

に、おじいちゃんおばあちゃんも働いてらっしゃる。また、お父さん、お母さんと子供

っていう、そういうような御家庭もたくさんある。そういうような方、特に町長は若い

人たちのために、若い人たちにとっての住みたいまちづくりのために、このこども園は

造るんだっておっしゃっております。そしたら、午前中に同僚議員が言いましたように、

若い人たちが安心して働けるっていうこども園を造る必要があるんではないのかなと思

っておりますが、いかがでしょうか。
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○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 米田議員のおっしゃるとおりだと思っております。そういった

方向で、できるだけ皆さんの御意見を反映できるような園づくりに力を入れてまいりま

す。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） では、例えば警報のときとかは迎えに行かなくてもいい。

例えば朝６時の段階で警報が出てても、仕事が休めなくって、見る者がいないっていう

場合とか、そういった者は預けてもいいような、そういうふうな対策を考えていただけ

る、そういうようなこども園の体制をつくっていただけるっていうふうに解釈してよろ

しいでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 一つの御意見としてはお聞きをいたしておきますが、今それを

即答するというわけにはいかないと、今後検討課題であると思っております。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 警報のときにどうしても預かってほしいという御家庭につい

ては預かるように措置はしております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） まだそういう、どういうふうなサービスといいますか、

運営をされるかっていうことはこれから詰めていかれると思いますけども、安心して預

けられる、安心して働いていける、また、そういう職場づくりも大切なのかなと思いま

す。

正直言って私も前職は小さな店をやっておりまして、本当に使える従業員も数が限ら

れておりました。その中で、急に熱を出したから休みたい、急に雨がたくさん降ってて

子供を預けれないから休みたい、一番こたえたのはそこです。これは、この地域にはや

はり私どもがやっていたような小さい店、そういう、今日休まれたら困るんだ、あした

だったら何とか都合がつくんだけどっていう、そういうような小さい事業所がたくさん

あると思います。そういったところに働いてくださっている保護者の方も多いと思いま

す。そういった意味でも、若い人たちに安心して働いてもらうような、そういう地域づ

くりをつくっていく、それに応えていけるこども園をつくっていく、そういったような

役割を果たしていく必要があると思います。いかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 本当に安心して預けていただける、そういう教育環境を整え

ること、大変必要なことだと思っていますし、気兼ねなく預かっていただけるというそ

ういう職員の体制も要ると思いますし、そういったことで、やはり本当に働いておられ

る方が安心してこども園に預けていただけるようなことは大変必要なことだと。それか

ら地域づくりっていうことをおっしゃったと思いますけど、やはり地域の中でそういっ
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たことが理解がし合えるような、やはりお互いの、困ったときには助け合うとか、そう

いったことの地域づくりという面、内面的な面があると思いますけども、非常に大事な

ことだと思っています。

○教育長（西村 松代君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 最後に、本当に、予算のことについてお聞きします。何

かしら１あ億円という数字が独り歩きしているような気がしておりますが、この建物が

浸水想定地域ということもあり、先ほど申しましたいろんな法律やらいろんな形の問題

の中で、かなり膨らむのではないか。建物自体はどこに建てても一緒かも分かりません

が、基礎の部分、そういった部分で違うのではないかなと思っております。

それとともに、私が懸念しておりますのは、水のことに関しては高い方に逃げるとい

いますか、ですので、外で避難経路のほうを行けれない場合は、先ほどおっしゃられた

みたいに２階建てにして２階に避難するっていう、そういう避難するのが一番いいと思

っておりますが、水ばっかりが災害ではなくて、いろんな災害が考えられます。地震で

あったり、あそこは土石流はないでしょうけども、火事であったり、いろんな、火事は

災害ではないかも分かりませんけども、いろんなことが考えられる中で、平家でないと、

平家のほうが一番避難がしやすいっていうことも十分に考えられます。そうした中で、

私は、非常に苦慮といいますか、水を考えたら２階建て、でも、それ以外のことを考え

たら平家でないといけない、そういった思いも持っておりますが、令和４年度から令和

７年度までの事業計画は予算書の中で示されております。ですが、あと、令和７年度に

開園の予定があって、その中間の令和５年度、６年度、７年度の予算に関しては上がっ

ておりません。これは議会としてどのように捉えさせていただいたらいいのでしょうか。

この令和４年度の用地買収を認めるということは、それは今の現在地を認める、現在地

周辺での整備を認めるっていうことになるのではないでしょうか。その意味で、議会に

とって予算の部分、そういった部分を審議できない、精査できないっていう状態は、議

会として役割を果たすことができない、それは冒頭に申し上げた、行政は行政としての

役割を果たす、議会は議会としての役割を果たす、その上で一つの政策といいますか、

をよりよいものにするという意味で、非常にこれは不誠実な対応ではないのかと思うん

ですが、その辺はいかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 建築に当たっては、まず土地の確定をしないと建物の設計がで

きないという前提があります。それによって年度ごと、補正予算なりを組む、新年度に

組むということで、順次、段階的に予算の説明をさせていただくというのが順序だとい

う具合になっております。ですから、その都度詳しい内容を段階的に委員会に御説明、

委員会、本会議で議論をしていただく、その上で決定するということでありますので、

そこはきっちりと提案をさせていただきます。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。
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○議員（５番 米田 雅代君） では、せめて現在の新温泉町の財政を鑑みて、このこど

も園に、浜坂認定こども園に対しまして、ここまでしかお金は出さないんだよ、せめて

その限度額でも示していただけないでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 順次お示しをするというのは段階的にやっていきたいと、ここ

までという限定は、今の段階ではちょっとできない。ですから、概略の予算を提案をさ

せていただいておるというのが現状であります。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） では、私たち議会として、予算額も、大まかな、大体こ

れぐらいかかるんだという予算額も示されずに、この案件に関して可決なのか否決なの

か判断を迫られるというようなことだということで考えさせていただいたらいいんでし

ょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 町の財政のほうでは、財政計画の中で１あ億円ということをき

っちりと出しておりますので、そういった範囲を基本にやっていきたい。それから地方

債、有利な過疎債、こういったものを使えば町の負担が大幅に減ってまいりますので、

有利なそういう地方債を十分活用してやってまいります。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） やはりそこまでのお答えしかいただけないんだろうなと

いうような思いはございます。私も一日も早く、５年間も滞ってきた問題でございます。

もうその頃にこども園に行ってた子供が、もう小学校に上がっているような、そういう

ような現実がございます。一日も早くというところで考えたときに、それは現在地であ

れば、もう周辺の皆さんの御理解はいただいております。そこを考えたときには現在地

北側であろうと思っております。ただ、私にとりまして、あの若いお母さんからの一言

はあまりに重たい。何でわざわざ避難せんといけん場所に何でわざわざ造るんだ。地域

の発展よりも子供の命を何で優先してくれないんだ。その言葉を突きつけられたときに

非常に重たいものがありました。

私にも孫がおります。じゃあ、孫を預けて、そりゃあ災害だから、特に浜坂は最近ず

っと災害から上手に逃げていますので、そこを信じたい思いは非常に強いものがありま

す。ただ、万一っていう場合に、避難したらいい、避難経路をきっちりしといたらいい、

私もそうやってずっと言っておりました。でも、ゼロ歳児からこれからは預かるという

ところになって、ゼロ歳児の子供は歩けません。先生方が１人おんぶしたり、だっこし

たり、そうして避難をするんです。歩ける子は、じゃあ歩けるかっていったら、１あセ

ンチ水がたまったら、しかもそれが流れてる水です。子供の足では逃げれないんです。

そこを考えたときに、私は間違いなく現在地を推しておりました。ただ、本当にお母さ

んのその言葉を聞いたときに、場所がないんだったらいいです。場所がないんだったら、
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もうそこに、町長お願いですから、本当にお金幾らかかってもいいですから、いいこど

も園造ってくださいな、安全なこども園造ってくださいなって言います。でも、場所は

あるのではないかと思っております。その中で、一人の母親だった者として、やはりど

んなことがあろうとも子供の命は守ってやりたい。それが５あ分の１の確率だよ、１あ

ああ分の１の確率だよって言われたとしても、やっぱり守ってやりたいと思います。以

上で終わります。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 命ほど大事なものはないというのは同じ思いであります。そう

いった思いの中で事業推進を図っておるということも考えていただきたいと思っており

ます。

○議長（宮本 泰男君） これで５番、米田雅代君の質問を終わります。

○議長（宮本 泰男君） ２時１あ分まで休憩します。

午後１時５７分休憩

午後２時１０分再開

○議長（宮本 泰男君） 休憩を閉じ、再開いたします。

次に、４番、澤田俊之君の質問を許可いたします。

４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） ４番、澤田俊之でございます。議長に発言の許可をいた

だきましたので、一般質問をさせていただきます。

まず最初に、鳥獣害対策についてであります。

この件につきましては、昨日、同僚議員のほうからも同じような質問が出ております

けども、改めて町長に鳥獣害対策、被害についての認識をお伺いしたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 毎晩、役場から自宅に帰る途中、必ずといっていいぐらい見る

ようになっております。それぐらい鹿、イノシシ、イノシシはほとんど見ないんですけ

ど、鹿との遭遇が、大変まちづくりにおいても、農家の被害も、アンケートを見ても、

すごい鹿に対する対策をという声を聞いております。そういった意味では、この鳥獣害

対策、徹底していきたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 鳥獣害被害の中でも、鹿の食害については土砂災害の誘

引にもなると言われてます。こういうことにつきましては、要するに地域の安全にもつ

ながってくる問題だというふうに思ってます。

さきの一般質問でも、私をはじめ、たくさんの同僚議員が鳥獣害についてはいろんな

質問をしたように記憶しております。その中で、今回の予算書見させていただきました。
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いろんな方策を取られておるとは思うんですけども、この新温泉町の高齢化率とか、い

ろんなそういう要素を考えてみますと、今のままでいいのかというような考えは、私、

思っております。というのは、温泉地域のほうは狩猟免状を持った方がたくさんおられ

ます。現状、浜坂地域のほうも鹿、イノシシたくさん出ておりますけども、免状を持っ

た方が少ないというように認識しております。そういう中で、やはり町が主体性を持っ

てその辺を、狩猟をできる体制づくりが必要じゃないかなというような考えで、早急に

今、狩猟免状を持っておられる方の協力を得られるような手当の充実とか、支援体制で

すね、これについては、やはりわなを仕掛けた後、それを見回る人、これも必要になっ

てきます。そういうことに対しても、手当とか組織をつくっていかなければならないん

じゃないかなと。つまり、町全体で鳥獣害対策を行えるような体制をつくっていく必要

があると考えますが、町のほうどう対応するか、町長にお聞きしたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員の御指摘のとおりだと思っておりますが、現在、既にこの

鳥獣対策については、県との御協力をいただきながら、御指導もいただきながら、協力

関係を構築して、新しいおりの設置であるとか、非常に前向きに取り組んでいるという

のが実態であります。特に捕獲活動、新温泉町猟友会の方々に御協力をいただいておる

わけですけど、そういった方々はもとより、県にお願いする中、鳥獣対策サポーター派

遣支援事業、こういったものにも取り組んでおります。これ以外にもいろんな施策、手

を打っております。そういった意味では、まだまだ頭数のほうが、昨年も、令和２年度

で温泉地区、浜坂地区入れて、鹿が ２あ８頭、イノシシ３７９頭、それから今年度に

なって、鹿が ３３７頭、イノシシ４２８頭、今年度は約 あああ近い頭数、捕獲実績 

が上がっております。そういった意味で、もっともっと強力に捕獲する体制を整えてい

きたい、既にあるわけですけど、このままでは鹿にやられてしまうなという思いがあり

ますので、捕獲できるような体制、それからわなの強化、それから技術講習会の開催、

そういった資格を取る制度の推進を図っていきたい、そう考えております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 一生懸命されてるというのはよく分かるんですけども、

本当に待ったなしの状況だというふうに認識しております。いうことで、処理施設でき

てます。あの辺の日曜日の処理、頭数が上がれば当然その辺も対応していただかないと

いけない。だから、広い意味で、山林のほうの鹿対策、もうその辺もやられてる、そう

いうことを総合的に、とにかく町内で少しでも被害がないような体制づくりをお願いし

たいなというふうに考えております。

次に、こども園についてであります。

町長は就任以来、大雨等の災害警報が出されたら、早急に先手先手を打たれて、非常

に心強いものを感じております。その中で、新年度予算の中で、浜坂認定こども園の改

築関連予算が計上されております。
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そこで、まず初めに、現在地の状況、ハザードマップが出ております。これは兵庫県

が出しているものです。そこに浜坂認定こども園東側道路の三次元動画、洪水イメージ

っていうのを上げてると思います。これを見ていただいてると思いますんで、感想をお

聞かせ願いたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 動画は早送りで表現されていると思われますが、このような状

況が生じては、かなりの広範囲に及ぶ区域で甚大な被害が生じることが想像でき、洪水

に対しての危機感を十分に得られるものであると考えます。しかし、津波や土砂災害と

違い、洪水の場合は事前に大雨等に関して警報が発令され、台風情報が報道されるなど、

事前に情報提供があり、避難準備、対策が取れるのではないか、そう考えております。

また、現在の園舎、築４３年たつわけですけど、園庭及び園舎、一度も浸水したこと

はないと、こういったこともあります。ただ、警報等が発令された場合の基本対応、保

護者に迎えに来ていただいておりますが、迎えがどうしても間に合わず危険性が増す場

合、その避難対応は職員で文化会館などにやってるという、そういう避難の基本的なル

ールも打ち立てて、訓練をいたしております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 同じ感想を教育長と副町長のほうにもお願いしたいと思

うんですが、よろしいでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 動画は見ました。時間経過が出て、どう浸水していくかって

いう、ずっと早送りにもなっております。こういった状態で浸水というか、被害が広が

っていくということはしっかりとやっぱり受け止めて、対策しっかり打っていかないと

いけないというようなことを改めて感じたというところでございます。

○議長（宮本 泰男君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） ホームページでこういう３Ｄでの洪水イメージというものに

ついては、町長と同様の感想でございます。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） そういう状況の地域だと、全体がそういう状況だという

ことで、皆さん御存じのとおり、私、消防機関出身というふうな関係で、防災について

は多少なり知識を持っております。その中で、防災っていうふうな話の中で、そういう

災害はいつ起こるか分からないという観点に立って考えていかなければいけないという

のが基本だというふうに思っております。それでまた防災については、１ああ％の防災、

町長言われましたように、１ああ％の安全対策は取れない、これもそのとおりだと思っ

ております。その中で、兵庫県がああいう三次元動画を出すということも、一つの事実

です。それで、あれは河川法でしたかね、の降雨、水量に基づいてハザードマップ作ら

れてるというふうに解してるんですけども、１あああ分の１じゃなくて、５あ分の１か
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ら１ああ分の１の下に作られているというふうに私は認識しておるんですけど、そうい

う動画でございます。

それで、本日、先ほど来から岡坂議員、米田議員がアンケートのお話をさせていただ

きました。私もその仲間でさせていただきました。それで、これを出した、アンケート

を実施した理由っていうのが、まず第一に、すごい危機感を持ってる。要するに社会の

動きがすごい早く動いてるんだろうと。それで、今の皆さん、どう思ってるんだろう、

そういうことが知りたくって、このアンケートはさせていただきました。約千二、三百

余り配布させていただいてると思います。その中で、私、町内のある方にお願いに行き

ました。そしたら、何してるんだ、早く建てたらええんだがなっていうようなお言葉も

いただきました。事実だと私も思っております。ただ、その中で、議員としての職責も

あります。そういうことでアンケートを実施してるんです。その中で、特に気になった

点をお聞きさせていただきます。

まず最初に、これからのこども園において重視したい項目の中で、２２６名のうち１

５６名の方が災害に強い立地と回答されました。このことについてどう思われますか。

町長、教育長、お願いいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 災害が頻発しているという異常気象の下、こういう状況があり

ます。当然、災害に強い立地、それは当然の御意見だと思っております。と同時に、災

害と同時に、災害が頻発している地域ではないということもあると思いますので、そう

いった総合的な考え方が必要ではないか。１ああ年に一度に備えるか、５あ年に一度に

備えたまちづくりをするか、それとも５あ分の４９を大事にするか、そういったことも

大事な。それから、現実に、やはり今そこにあるという現実、それはやっぱりきっちり

と受け止める必要がありますし、水没したことは一度もないという、そういうことも考

える必要がある。そして、なおかつ逃げれるという、避難できる場所、そういった場所

でもある。そして、周囲には郵便局があり、そういった逃げる場合のいろんな協力体制

も十分できるという、そういったもろもろの状況がある、そういったことを考えた上で、

いろいろな側面性を検討した、そういう立地条件だという具合に考えております。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） そのアンケートの中で重視したい項目で、１５６名の方が災

害に強い立地を望んでおられるということにつきまして、御意見としてしっかり受け止

めさせていただきたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 考え方については伺いました。

次に、同じアンケートで、こども園の周辺環境として望ましいものではという問いに、

洪水等に耐え得る指定緊急避難場所、つまり、想定される災害の影響が比較的少ない場

所を望まれる方が９３名の方。それで、望ましくないものとして上げられたのが、海が
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７８名、川が７あ名というふうになっております。この点についてはどういうふうに思

われますか。町長、教育長、お願いします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 災害に最も、津波が来たら、海から来ますから、海がそういう

立地としては望ましくない、そういう考え方ではないかと思うんですけど、実は海も川

も我々地域にとって、すごい恩恵をもたらしていただいております。町のテーマは「海

・山・温泉 人が輝く郷」、そういうテーマもあります。やはり自然と親しむ、自然に

恩恵をいただいとる、そういった視点も持っていくべきではないかなと思っております。

自然に対するそういった思い、自然をやはり敵視するという、敵視はされてないと思う

んですけど、危険という側面のみならず、自然の恩恵もやはりそこにはあるわけですか

ら、そういったことをやはり大事にしていただいたほうが、私はいいのではないか。本

当にずっと自然の恩恵を被ってるわけですね。時々そういう牙をむいてくることがある

ということですから、それは避難であるとか、立地、建物の構造であるとか、そういう

ことを十分に考えてやっていければいいな、そう思っております。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） アンケートの回答の選択肢の意図がちょっと分かりかねると

ころもありますけれども、自然災害を想定しての選択肢であったとするなら、やはり海

であれば津波でしょうし、川であれば洪水を想定していることであると思われます。防

災対策として考えられる範囲の最大限の安全対策を講じることで安全の確保はしたいと

思っております。

それから、アンケートについても、今回は議員の皆様がされたというアンケートです

が、それ以前には整備に係る保護者アンケートの中で、保護者の方たちが現在地と周辺

でというようなアンケート結果もあるというようなこともございます。いろんな御意見

があると思いますが、安全対策をしっかり講じた上での子供たちの安全を確保するとい

うことは大事だと思います。

また、東北の大震災の中でも、やはり海がああいうふうに牙をむいて、津波というよ

うなことが起こったわけですけれども、そこに住んでる人たちも、海が災害をもたらし

たけど、でも、海と共に生きていかなくてはならないというような発言もあったように

記憶しております。いろんなこともありますけれども、何が大事、やっぱり子供たちの

安全というか、それは大事だとは、それは思っております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 意見、それぞれあるというのは当然だと思います。ちょ

っとそれで、教育長のほうからアンケートされたというお話で、それはそれで事実です

から特にないんですけども、一応、私もアンケートのほう見させていただきました。ア

ンケートの仕方っていろんなやり方があると僕は理解してるんです。そういう中でアン

ケートをされてるというふうに理解しておりますんで、その点だけは、このアンケート
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は匿名、無作為でやらせていただいてます。だから、誰から何を書いたとか、誰から返

答を強制したりとか、そういうことは一つもありません。そこんとこだけは理解しとい

ていただきたいなというふうに思います。そういうことで、アンケートについて、どう

いうふうに感じられたかを聞きました。

その中で、このアンケートは大人です。子育て、それからおじいちゃんおばあちゃん、

いろんな方だと思ってます。ですから、子供からのアンケートはほとんどありません。

私、前職のときに、小学校とか幼稚園とか、そういうとこに避難訓練で指導のほうにも

行かせていただいております。そういう中で、子供視点で少し感じたところの、子供視

点というところで質問をさせていただきます。本当に水がつかるとこなんだけど大丈夫

なのって子供に聞かれたときに、何と答えられるでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 子供たちの認識は、毎日、園舎が、周辺が水につかっていると

いう状況を体で体験しておれば、そういう不安はあるかと思うんですけど、日常そうい

う状況に全くありません。ですから、仮にという話を子供たちにしても、子供たちどう

答えるか、そこは子供によりけりだとは思うんですけど、非常に答えは難しいのではな

いかと思っておりますし、我々としても、どう思うかと言われても、ちょっと答えよう

がないですね。ただ、仮にそういう状況になったら、避難、大川小学校の状況でもそう

だったんですけど、避難訓練、避難をどうするかという、そういう方向を言うしかない

なと思っております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 教育現場に立たれた教育長のほうにもお答えをお願いし

ます。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 自然災害は、いつどこで、どんな状況でどんな災害が起こる

かということは想定できるものでもないことが多いです。そのことについて、災害は子

供たちには、いつどこでどんな場合に起こるか分からないから、自分の命を守るという

ことについての教育もしています。子供にもし大丈夫なのでしょうかと聞かれたときに、

やはりみんなの命を守るための最大限の安全策は取るということは伝えられると思いま

すし、そうしなければならないと思っています。

今、こども園のほうでは、毎月、避難訓練を、いろんな災害を想定して避難訓練をし

ています。私も実際その現場に行って、様子も見させてもらいました。ですから、子供

たちの安全をしっかり、みんなの安全をしっかり守るということで、警報が出たときに

は、先ほど来申し上げておりますけれども、保護者の方に来ていただく、そうでなけれ

ばお預かりする、そのために避難をする、まずは避難です。そして、かさ上げをする、

安全な園舎にしていくというようなことで、まず安全対策を講じるというようなことで

お答えできるかと思います。
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○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 回答としては理解できます。ただ、その前に、まず大前

提として、安全な場所っていうのは、これは外せないんじゃないかなっていう思いがあ

ります。今の日本全国、安全な場所って１ああ％ないというふうに僕は思ってます。だ

から、冒頭に話しましたように、いろんなところがあって、それで完全はないと言いま

した。その中で、今回、浜坂認定こども園、現在地に建てる。今、お答えしていただく

のは、土台のベースについては、じゃあどういうふうなお答えを子供たちにされるか。

もう一度お伺いします。

○議長（宮本 泰男君） もう一度。

○議員（４番 澤田 俊之君） 要するに、今はあるものの対策というふうな理解を僕は

してるんですけども、こども園、これから建てられる場所、そこに建てるわけですよね。

そうすると、今以上の安全対策、要するに基礎ですね、建物から、要するにどういう場

所に、ここに建てたら安全だよっていうふうな説明を子供たちにできるのかな。だから、

いいです、多分、新温泉町立浜坂認定こども園の建て替え候補地選定に関わるところで、

建て替え候補地を現在地周辺にするに当たっての防災上の対策についてということで書

かれております。これは人と防災未来センター長からの助言というふうに書いてありま

す。これで多分、現在地に向かわれているというふうに理解しております。

その中で、洪水浸水想定区域だけど大丈夫なのかなっていう、要するに新しい園舎が

そこにできる、それに対して子供が聞く。大人は、じゃあ、それに対して、ここに書い

てあることをやりましたから安全ですよっていうふうに、僕はなかなか答えれない。と

いうのは、今、災害は、建物を建てるのは低所から高所へというのが基本だというふう

に認識しております。その中で、低所に建てるっていうことに対して、すごい違和感が

あるんで、そういう質問をさせていただいたんですけども、ちょっと説明不足で大変申

し訳ありません。

そういうことで、ちょっと僕は非常に子供たちに現在地で建て替えするっていうのは、

説明がすごいしにくいんじゃないかなっていうふうな考えを持ってるというとこであり

ます。というのが、次に洪水になったときにはどのように助けてもらえるのでしょうか

っていうところまで突っ込まれたように思うんですけども、改めてお聞きします。町長

と教育長に、洪水になったときにはどのようにして僕たち、私たちは助けてもらえるで

しょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 洪水の場合、事前に大雨等に関して警報が発令され、台風情報

が報道されるなど、事前の情報提供があり、避難準備や対策が取れると考えています。

警報等が発令された場合の基本対応は、保護者に迎えに来ていただきます。それでも迎

えが間に合わない場合、危険性が増す場合は、職員が車で文化会館等に移動させるなど、

緊急避難時にはその状況に応じて最大限の手当てをいたします。仮に洪水によってこど
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も園に取り残される事態が発生した場合、一番に町救出班を編成し、町の保有している

資機材等で救出を行います。さらに広域消防、消防団との協力を得て支援活動を行う、

そういうことをやっていきたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 町長が答弁されたとおりだと思っています。やはり事前にま

ず安全確保をするということで考えておりますし、避難をしていく、先ほど町長が申し

上げられたとおりだと私も思っています。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 何といいましたらいいでしょうか、災害ですよ。災害っ

ていうのは対応できる災害と対応できない災害があるわけなんですね。それで被害が大

きいときは対応ができない、即座に対応ができない、想定外が大規模災害になるという

ふうに僕は思っております。そういう中で、警報が出たから対応ができる、そういうお

話、それは当然の話だというふうに思ってます。私の前から、米田雅代議員が、子供を

保育園に安心して預けたいっていうようなお話もされてます。それは大雨だからじゃな

いんです。そこに行けないときにどうしてくれるんだ、そういう思いからの多分質問だ

ったと思います。対応できる災害、対応できない災害あります。それで、本当に行政の

皆さん、一生懸命されてると思います。ただ、私、議員になってこれまで、答弁のほう

聞かさせていただいております。居組の行く道路のときの副長の答弁、非常に少し寂し

い思いがしました。そういう日々の緊急の対応、これはなかなかできない。できないか

ら、そういうときを活用して対応していただきたかったっていう思いがあります。なか

なか難しいと思うんですけども、でも、訓練ってなかなかできない、そういうふうに思

ってますんで、そういうことをお聞きしながら、今回もこの質問を僕つくってきました。

それで、その一番大事なとこの、その答弁が、僕はもらえてないような気がするんで

す。水が、警報が出て迎えに行きます。来れるのはいいんだけど、もう瞬間的に水が来

ましたと。なぜ僕が最初に三次元動画を見てくださいっていうのを言ったのかっていう

のは、あの想定はあまり、可能性としては低いと思います。低いけども、災害はああい

う状況、あれがもっと早く回ることもあるんだと。そういう中でのこども園のどうする

かっていうところをちょっと子供たちに、現に県がああいう動画を作っている中でこう

いう議論をしてるわけなんで、ちょっとそこんところが知りたかったのと、子供に対し

て、私たち大人は説明する義務があると思ってます。その説明ができる状態でないと、

なかなか私らも非常に苦しいとこだというふうに思います。

それで、町全体が子育て支援、子供たち、未来を背負っていく子供たち、そうやって

皆さん言っておられます。その中での、この今の答弁、緊急時の災害時の答弁をされて

るんですけども、これで本当に子供たち、安心してそこに通ってもらえる園ができるの

かなと。

避難訓練、当然です。先ほど私、何回も行きましたっていう話をさせていただきまし
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た。教育長はよく御存じだと思うんですけども、小学校だったら低学年になりますと、

もう悪いですけども、避難、先生の言うこと聞きません。まして保育園に行ったらなお

さらです。本当にあ歳から１歳の子供って、そんなすぐさま連れて逃げるような、僕は

状況じゃないなというふうに思っております。だから、そういうことも含めながら、こ

のこども園って考えないといけないというふうに考えております。

その中で、今お話しした中で、町として本当にこのこども園の位置、適当なのかなと

いうことで、改めてお聞かせいただきたいと思います。町長と教育長、よろしくお願い

します。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） これまでから、すこやか広場であるとか、例えば関西測量の横

であるとか、そういったいろんな議論が、それから、もちろんこの庁舎横ですね、出て

おります。それぞれの比較検討の中で現在地がいいのではないか、そういう思いで提案

をさせていただいております。それぞれに１ああ％満足というのはないわけですから、

どれを選択するか、そういう選択の問題ではないかと思っております。面積、住民の説

得、それから、もちろん土地代とかもあるわけですけどね。そういったもろもろの課題

があって北側に提案させていただいた、そういう状況であります。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） こども園の教育ということで、やはりあそこの場所は文教ゾ

ーンと言われてる、いろんな、周りに環境があります。そういった意味で、教育の面か

らいきますと、本当に子供たちを地域の中で、地域の文化ゾーンの中で育てていくとい

うことは言えると思っています。

その災害ということで、洪水ということで、土地の安全がどうかというようなことで、

そのことについて、その手だてをしっかりしていく。だから、子供たちの育ちをあの場

所で、やはり自然環境豊かな場所で子供たちを育んでいくということは教育的な効果は

あると思っています。ただ、そういう洪水が想定できるような、できる場所でもありま

すので、そういったことに対してやっぱり安全対策をきちんと講じなければ、想定外の

ことに耐え得ることはしなくてはらならないというふうに思っています。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 今日、午前中からこども園に関してはいろんなお話、答

弁をお聞かせいただいておりますけども、なかなか平行線で、子供という視点がなかな

か、町長からも教育長からもなかなかその視点の発言がないように僕は感じます。です

から、こども園については本当に悩むところであります。

その中で、現在の改築地については、第２次新温泉町総合計画の中のＳＤＧｓ、１１、

１３の目標から外れると思うんですけども、その見解をお聞かせいただきたい。町長、

よろしくお願いします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。
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○町長（西村 銀三君） 浜坂認定こども園の現在地での改築がＳＤＧｓの目標に反して

いるのではないかという御指摘です。その点につきましては、一方で、ＳＤＧｓの目標

の中に、目標３として全ての人に健康と福祉を、それから目標４として質の高い教育を

みんなにということも上げられており、そういった視点から推進を図っているものであ

ります。

また、第２次新温泉町総合計画の後期基本計画で、自然環境の保全として、身辺に存

在する豊かな自然環境を再認識し、人と自然が調和し、共に生きる社会づくりを進める

としており、田園に恵まれた現在地周辺でこども園を改築することは環境保全教育にも

つながっていると考えており、ＳＤＧｓ、目標１１の住み続けられるまちづくりをや、

それから目標１３、気候変動に具体的な対策をに合致すると考えております。ＳＤＧｓ

の視点につきましては、安全面、利便性、住民満足度など、それぞれの目指すところの

バランスを取りながら、この地域の実情に応じて柔軟にすべきものと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） いろんな目標があります。それで、どこに重点を置くか

というところで見解の相違は出てくるというふうに思っておりますので、当局サイドの

回答としてお聞きしました。

では、教育長のほうに改めてお聞きします。現在地は教育的見地、また、教育長は職

員を守らないといけないですよね。そういう職員の労働環境として適切な場所だという

ふうに思っておられますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 今現在の、現在地の建物につきましては、昭和５３年に建て

られて４３年間が経過しておるわけです。静かで、海とか川、それから山、自然環境に

恵まれたり、先ほど申し上げましたけども、加藤文太郎記念図書館だったり、以命亭で

あったり、本当に幼児教育には適した場所であると思っています。浜坂の市街地の中に

あるということもあって、通園とか地域の方々との触れ合いということで、浜坂地域の

こども園の在り方の中でも述べさせていただいておりますけれども、そこの中で地域の

方との触れ合いがしやすいとか、教育的な環境として適地というふうに、１ああ％では

ないですが、思っています。

労働環境についてですが、防災とか安全対策をやっぱり考慮した施設整備を行って、

施設環境を整えるということにおいて、職員が、今でしたら職員室が本当にないような

状況で、本当に狭い中にありますから、そういった労働環境、施設の建物の中で確保し

ていく、落ち着いた空間の中で職員も仕事ができ、子供たちが育っていくというような

ことは必要になると思っています。

次代を担う子供たちですので、幼児教育ってやっぱり教育の人格を形成する、もう根

っこだと思っていますから、そういった大事な幼児教育をやはり地域の中で、地域の皆

さんと共に育てていくことが必要ですし、地域に愛された子供は地域を愛すっていうこ
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とがあります。ふるさと教育をしながら地域の方と触れ合う中で、やはり子供たちを育

んでいきたいなっていうふうに思っています。

まちづくりも、いろんな子供を中心としたまちづくりを考えている自治体の中には、

園の保育に保護者が満足してこども園に通わせたいと思っている、定住につながってる

ようなところもあると思います、聞いておりますので、過疎に歯止めがかかるというよ

うな意味でも、このこども園がやっぱり希望あるこども園にしていくべきだというふう

に思っています。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 希望ある保育園にしていくべきだという力強いお言葉を

いただきましたんで、心強く思っております。

ここの位置の問題で、さっきの質問された米田議員のほうからも水防の話が出ました。

それで、ハザードマップ、それで、兵庫県では、施設では防ぎ切れない大洪水は発生す

るものという考えに立って、いろんな施策を行ってるということで、その中でハザード

マップの浸水地域も上げられております。そういうことも本当に基本的にベースに考え

ていただいてやっていただかないといけない。こういうことが起こる可能性を県は否定

してないという中で、日本全国いろんな災害が起こっております。

それで、今、すごい行政側が大変なのは、行政訴訟だというふうに私は思ってます。

そういう中で、今回このこども園、現在地に建てること。建てて、もし何かあった場合、

これは非常に行政的に苦しい立場に置かれるんじゃないかなというふうな思いがありま

す。そういう点についてはお考えになったことがあるでしょうか。副町長が、できまし

たら答弁のほうをお願いします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この行政訴訟では、行政による行為の違法性が問われるもので

あると考えますが、認定こども園整備では法令に基づく手続にのっとって建設を進めま

す。御質問は、特に洪水が現地で生じた場合の人的被害に関することと思います。こど

も園整備に当たり、施設における安全対策を考慮した整備としなければ、人的被害が生

じる可能性が高まります。対策を欠けば大きな瑕疵を生じさせることになるので、その

賠償責任を問われる可能性は極めて高いものとなります。そのため、園改築に当たって

は、事前避難の困難な状況が生じたことにより施設内にとどまることとなった場合であ

っても人的被害を防ぐことができるよう、かさ上げ等必要な安全確保をハード面で対策

することといたしております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 対策を立てられるということで、それは先ほども言いま

した、人と防災未来センター長の助言を上げられてる、新園舎の地盤をかさ上げする、

新園舎の遊戯室を２階に設置する、スロープ等を設置する、屋上を設置する、２階に防

災倉庫を設置するということでよろしいでしょうか。
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○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） そういった一面も当然でありますし、それ以外にハード以外の

ソフト、これは一番要になると思います。ふだんからの避難訓練、そういったものを基

本にやっていくことが大事だと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） すごい工事になりますね、というふうに理解させていた

だいてます。新園舎の地盤面、遊戯室を２階、２階建てということですね。地盤面２メ

ートル程度かさ上げ。園舎ばかりの、今話になってるんですけども、これ、周辺の環境

調査、当然用地買収に入るんだったら、周辺に対する環境調査は当然されてますよね。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 環境調査というのは、現地の確定をすることによって、そうい

う段階になるという具合に考えております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 今の、この現在でそういうふうな対応を取られるという

のはすごい僕、不思議に思うんです。当然、物を建てるんだったら、周辺環境というの

は事前に調査しないといけない。当然、私、素人考えですけども、ここに約 あああ平

米埋め立てするということは、周辺の田んぼ、土壌はどうなるんだろうか。当然そうい

うことも含めて考えないと、園だけの問題じゃないんだと思います。軟らかい田んぼだ

ったら、当然真ん中に重い物を置いたら周りの田んぼは上がってくるというふうに、僕

は素人ですんで、１ああ％だと思いませんけども、そういう影響が出るんじゃないかな

と。それで、いろんな話の中で、防災の話の中で、私の家の近辺で、一回、家まで、床

下まで浸水したことがあります。そういうところもあったり、だから、ここの現在地、

水の出るところが１か所です。そういうところでもあります。だから、周辺環境って非

常に僕は大事だと思ってるんですね。だから、言われてるように郵便局もあります、ナ

カケーもあります。でも、そちらの方の環境にも配慮しないといけないんじゃないでし

ょうか。そういうことは今回、この計画の中で、何らか調査とか、そういうことはされ

ておられるんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員御指摘のとおりだと思っておりまして、地域、そういった

郵便局とかもあるわけですけど、何よりもやっぱり農地を持っておられる地権者の方々、

そういった方々との話合いもこれまで３回ほどさせていただいております。そういう工

事に伴う了解はもとより、それから、万が一のそういうことがあった場合の対応、それ

から、農家としての、特に水管理に関する課題はあるのかないのか、水路のことですね、

そういったことも話合いを進めております。それから、地域の郵便局とは、子供たちの

援助、助けていただく援助協定などもさせていただいておりますので、そういう支援策

も当然できるという具合に考えております。もちろんスーパーがあるわけですけど、ス
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ーパーにおいても協力関係ができるように話はできております。そういうことを一つ一

つやってきておるというのが現状であります。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） もう時間、１あ分切りましたんで、改築問題の最後の質

問にさせていただきたいと思います。

議会の使命として、具体的な政策の最終決定を行わなければならないというふうにな

ってます。つまり、議員はこのこども園の改築について判断をしなければなりません。

そのためには、位置の問題は無論のこと、改築費用の概算金額、改築の費用の概算金額

って出てましたか。すみません、１点お聞きしたいんですけども、新年度予算で１億

あああ万円余り出ておられます。これは園舎１あ億円の費用に含まれてるんでしょうか、

含まれてないんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） これは土地購入費並びに設計費など、そういった基礎的な調査

費も含めた費用であります。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 私の質問の仕方が悪かったんだと思います。１あ億円と

いう、こども園、一応概算金で１あ億円というお話が出てます。これは間違いないです

ね。

○町長（西村 銀三君） では、課長のほうから。

○議長（宮本 泰男君） 中島こども教育課長。

○こども教育課長（中島 昌彦君） 財政計画上に１あ億円というふうなことで、額のほ

うは計上させていただいておりますけども、この額につきましては概算経費でございま

す。先ほど議員御質問の新年度予算の約１億 あああ万円の予算計上についてですけど

も、財政計画上の中では、その１あ億円の中にその１億 あああ万円は含まれておりま

す。ただ、あくまでもこれは概算事業費１あ億円というふうなことでございますので、

今後、基本設計、実施設計等々を組む中で、若干のまた増嵩等はあり得るものというふ

うに捉えていただきたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） １あ億円、概算、よく分かります。これ、多分２年か３

年前の算定だというふうに理解しておりますけども、いかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 中島こども教育課長。

○こども教育課長（中島 昌彦君） 議員御指摘のとおりで、二、三年前から総額で計上

させていただいとるものでございます。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 二、三年前の概算金額、もう２年たってます。建築費、

資材、大体２割上がってるように一般社会では言われてるというふうに聞いております。
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そういう費用の問題。ですから、ここでいう私たちが判断すべき内容としては、当然、

改築費用の問題も頭に置いて判断をさせていただかなければならないというふうに僕は

思ってます。

そういう中で、先ほどの答弁が、順を追って提示していくというお話です。じゃあ、

これが現在地で仮に豪雨災害が出ました。じゃあ、その後、どれだけのお金がかかるん

だと、新温泉町にどれだけのお金があるんだろうと。新温泉町、高齢化社会、４１％以

上が高齢化、社会福祉の増大も見込まれる、そういう中で私たち議員は、そういう提示

を受けないで、このよしあしを判断しなければならない、僕はなかなか非常に厳しいと

いうふうに思っております。

そして、もう一つ、若い人たちの意見、子供の視点、保育園の改築はこの将来、この

地域の将来を担っていく、誰もそう思ってます。だけど、この町の中の予算、財政、い

ろんなことで、いい園を造りたい、みんな一緒だと思うんですよ。ですから、せめて概

算費用、どのぐらいお金がかかるんだよと、このぐらいに収めたいんだ。その中で何と

か頑張りたいんだっていうようなことを御提示していただけないかな。そうすれば、私

たちも前に進む、そういうことに協力できる、そういうふうに思ってるんです。でも、

何もない、判断材料があまりにも少ない、そういうふうに僕は思ってますんで、何で全

体金額の費用の提示ができないのか、改めてお聞きします。

○議長（宮本 泰男君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 財政計画のお話をさせていただいたんですけども、この収支

見通しにつきましては、毎年１あ年間というスパンでの長期の新温泉町の財政状況の収

支を見た上で、これで１あ年間は、投資事業、こういうものがある、こういうものがあ

るということでの収支見通しを立てた中での１あ億円。財源につきましても、そういっ

た投資事業のどれぐらいを起債に充てるのか、そういったものについても、１あ年を見

通した中で、これでいけるという判断の中での財政計画でございます。

この１あ億円の３年間というふうな財政計画では、用地買収から完成まで出ていると

こでございますので、基本計画等、実際、明確な計画ができた段階で、しかるべき段階

で細かい事業費については、予算というものは会計年度独立の原則もございますので、

そういった単年度での表し方という中での予算資料ということになっておりますので、

御理解をお願いしたいというふうに思います。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 時間がないんで、もう端的に質問させていただきます。

じゃあ、仮に現在地、オーケー出ました。建築費１あ億円、造成費１あ億円、後ずさり

されますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 基本的には財政計画にのっとった１あ億円の範囲内でやってい

きたい、そういう思いでありますので、極端に倍になるというふうな、そういう想定は
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いたしておりません。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 行政の手法として、確かにそういう部分もあるのは理解

してます。ただ、今回は、私は全体金額、大まかな全体金額の御提示をいただきたいと

いうことでお願いをしときます。判断しづらい、非常に私はこの件に関しては判断しか

ねるというふうに思っております。また予算委員会で詳細な説明があろうかと思います

んで、またそれをお聞きしながら判断のほうはさせていただきたいと思いますけども、

なかなかそういう全体の中で判断させていただきたいというのが私の考えるとこであり

ます。

次に、ゆめっこの認定こども園についてです。

当初の人数から園児がすごい少なくなって、すごい空間が広くなったということで、

冬季、すごい寒い時期もあるように聞いておりますし、今の保育園、町長は浜坂のこど

も園は日本一にされるとか、そういう話をされてますけども、ゆめっこでも床暖とか入

れて、その辺の環境問題については対策のほうをお願いしたいと思っております。この

計画等はあるのでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員御指摘のは、床暖房のことでしょうか。ゆめっこでは、当

初、床暖房、温泉を使った床暖房をする予定で、そういう設置工事をしておりますが、

これ、実はゆめっこの駐車場で２か所ボーリングをさせていただきました。一方で、こ

の湯の量、当初やる予定だったんですけど、一定の湯量が確保できないというふうなこ

と。それから、湯財産区の泉源を利用して引込みも検討いたしました。実は高低差がか

なりありまして、現在の湯財産区の配湯から送湯するということになりましたら非常に

難しいと、高低差のこと。それから、湯の温度が、温度低下も激しいのではないかとい

うふうなこと。それから、湯量が非常に、泉町団地などにも配湯しとる関係で湯量が確

保できない、こういった理由で断念をいたしております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） そういう経過があっても、でも、子供のために何とかい

い環境をつくってあげていただきたいというふうに思ってます。

次に、大庭認定こども園ですけども、浜坂認定こども園の後にというようなお話でず

っと来てると思うんですけども、町長、現在地でということで明言、当初からされてお

られるんですけども、ただ、僕、当初から向かわれるんであれば、こんだけ長い浜坂認

定こども園の、長い期間かかっておりますんで、大庭認定こども園のほうをなぜ早くで

きなかったのか。両方計画されてたら、大庭認定こども園ももう終わってたんじゃない

かなというふうな思いもありますんで、今後の具体的な計画性をお聞かせ願います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） できるだけ、この浜坂認定こども園の方向性を、決まりました
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ら、大庭認定こども園についても着手をしたい、そういう思いであります。

○議長（宮本 泰男君） 澤田議員、３分なりましたんで、簡潔にお願いします。

○議員（４番 澤田 俊之君） だから、浜坂認定こども園も確かに問題になってますけ

ども、でも、計画はしていただいて、すぐかかれるような状態にしていただいても、僕

はある程度のお金で済むと思うんで、その辺は計画を、現在地に建て替えるんであれば

ですよ、していただかないと、どんどんどんどん園舎は古くなっています、浜坂認定こ

ども園よりも古い建物です。そういうところも含みながら、浜坂認定こども園も考えて

いただきたいなというふうに思っております。

最後に、防火・防災対策についてということで、先ほどから言っております高齢化社

会の中で、またコロナ禍の中で、各自治会の自主防災組織を持っておられると思うんで

すけども、その辺の育成はどのようになっておられるのかなということでお聞きしたい

と思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 現在、新温泉町には自主防災組織が７８団体あります。結成率

は１ああ％となっていますが、活動実態にはこの団体の間で大きな差があります。また、

少子高齢化の進展により、どの団体においても活動の中心となるリーダーの担い手不足、

防災活動への参加者の減少などの課題を抱えております。そのため、町では消火訓練等、

防災活動を行った自主防災組織等に対する交付金の支給、地域の自主防災活動の中心と

なるひょうご防災リーダーや防災士の資格取得に係る経費の一部の助成を行うことで、

地域防災を支える自主防災組織の育成に努めています。

令和２年度以降、新型コロナウイルス感染症の影響で、町の助成金を活用して行う防

災活動も、令和元年度には４あ地区、 ２７７世帯、人数で ９７６人の参加がありま 

した。また、令和２年度、１７地区、大きく減少しまして４８あ世帯、６５４人の参加

をいただいております。同様に、県下全体における自主防災組織の訓練実施率も、令和

元年度の６８％から令和２年度は３５％と半減いたしております。集落を越えて広域的

な範囲で地域活性化に取り組む新しい地域運営組織でも防災活動を行っていかなければ

なりませんが、コロナ禍で検討が進んでいないという状況があります。今後、現在実施

している取組を継続し、新型コロナウイルス感染状況を見て、出前講座の自主防災組織

の重要性についての説明、訓練実施の際に必要となる資機材の提供など、共助の主体と

なる自主防災組織の育成並びに活性化に取り組んでいきます。以上のような状況であり

ます。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） こういう防災っていうのは、訓練非常に大事なんです。

だから、従前どおりじゃなくて、柔軟に対応して、訓練ができる環境をつくっていただ

きたいなというふうに提言させていただきます。

次に、防火、防災の中心的存在であります消防団についてでありますけども、多分、
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消防団の方もコロナ禍で訓練等、非常に大変だというふうに思っておりますけども、町

からの支援とか、そういうコロナ禍での訓練等の対応は、対策、援助はどういうふうに

なされているかお聞きします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 消防団のコロナ禍における訓練等に対し、町からは、感染状況

を踏まえ、訓練等を実施するかどうかの検討を行うとともに、実施する場合にはマスク

の着用など、基本的感染防止対策を徹底した上で実施するようお願いをしておりますが、

マスクなど、感染防止対策用品の提供、消防団に対する支援は行っておりません。消防

庁が昨年８月に公表した消防団員の処遇等に関する検討会報告書には、出動報酬の創設

や報酬等の団員個人への直接支給などが検討結果として取りまとめられており、これら

消防団員の処遇改善に向けた取組について、消防団の意見や他の消防団の対応状況など

を踏まえ、令和４年度中にその見直しを検討することとなっております。現在、そうい

った状況であります。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 制度改革ということで、町のほうも対応していただける

というふうにお聞きして、非常に心強く思っておりますけども、先ほど言いました、い

つも言っております、高齢化社会の中で消防団の存在ってすごい重要なものだというふ

うに私は認識しております。災害が起こったときは、もうイの一番の中心的な組織だと

いうふうに思っております。ただ、その中で、若い方がなかなか入ってこられないとい

うようなことも多分、現実的にあると思います。そういうことを避けるためには、やは

り団の運営、これが一番大事だと、当然費用弁償も大事ですけども、団の運営も大事だ

と。さきの一般質問で浜高支援というお話もさせていただきましたけども、それ以上に

私は消防団の存在、大事だというふうに考えておりますんで、団の運営に対する強化の

ほう、支援のほう、対策のほうを実施していただくように提言させていただきます。

それで、最後に、非常に今、新温泉町、高齢化で社会が動いてるというふうに思って

おります。とにかく早い対応、先を見た対応で行政のほうを進めていただくように、そ

れと子供視点も必ず忘れないように行政を進めていただくようにお願いして、一般質問

を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 高齢化率が非常に高い町ではありますが、一方で高齢者の知恵、

まだまだ元気な高齢者が多いというのも事実だと思っております。そういった意味で、

農業など、もっともっと頑張っていただける面もあるのではないか、そう思っておりま

す。地域の農業、漁業、畜産業を含めて、この活性化につながるよう頑張ってまいりま

す。

○議長（宮本 泰男君） これで澤田俊之君の質問は終わります。
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○議長（宮本 泰男君） 理事者から、昨日の会議における、１４番、中井次郎君の一般

質問に対する答弁の申出がありますので、これを許可します。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 昨日、中井次郎議員から軽自動車税未収に関する御質問、一般

答弁がありました。誤りがありましたので、一部訂正をさせて、正しい内容を御報告申

し上げます。大変申し訳ありません。

御質問のあった車両は営業用でなく、自家用でありました。これは基本的な大きな間

違いであります。それから、滞納の車両につきましては、車検なしに、そのまま運転し

ている、稼働しているかどうかは把握はしておりません。その中で、滞納のケースとし

ては、複数台車両を所有しており、１台は納税している一方で、他の車両は未収のケー

ス、車検のたびにまとめて自動車税を支払われるケースなど、様々な未納のケースがあ

ると推測されます。いずれにしましても、引き続き滞納者に対し、積極的に督促、催告

等により滞納を減らすよう努力してまいります。以上であります。大変申し訳ありませ

んでした。

・ ・

○議長（宮本 泰男君） お諮りいたします。本日の会議はこの辺で延会したいと思いま

す。これで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会するこ

とに決定しました。

本日はこれで延会します。

次、３月３日午前９時から会議を開きますので、議会議事堂にお集まりください。お

疲れさまでした。

午後３時３０分延会
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